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近
世
ド
イ
ツ
帯
同
国
制
に
関
す
る
一
考
察

北大文学部紀委総会

近
埜
に
お
け
る
持
繋
ロ

i
マ
帝
国

多
く
の
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い

向

間
制
に
盟
関
し
て
、
こ
こ
一
二

O
年
謹
の
期
間
に
お
い
て
新
し
い

こ
の
帝
閤
史
研
究
の
中
で
、

p
-
モ
i
ラ
フ
と

V
-
プ
レ
ス

で
は
、

と
り
わ
け
プ
レ
ス
が
述
べ

がた
大こ
きと
な に
霊長つ
響い
な で
及は
ぽ改
し め
て て
い言
る2う
。ま

で
も
な
しヨ

カま

う
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
で
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

る
べ
き
も
の

し
よ
う
、
と
す
る
こ
の
プ
レ
ス
の
考
察
方
訟
は
大
変
に

の
で
あ
る
が
、

そ
の
際
プ
レ
ス
自
身
は
、

シ
ス
テ
ム
の
中
心
と
捉
え
、
皇
帝
と
改
り
結
ぼ
れ
る
樺
々

本

彦

文

さ
れ
、
数

重
要
な
投
欝
を
果
た
し
て
き

シ
ス
テ
ム
と
し
て

-
庇
護
関
係
と
い

こ
の
プ
レ
ス
の
考
え
方
は
、
近
世
の
滞
留
を
一
長
窮
的
視
野
で
考
察
す
る
上
で

っ
た
。
帝
用
問
内
の
機
々
な
事
象
を
関
係
論
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
帝
議
欝
樹
晶
化
担
握

(
権
)
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近
世
ド
イ
ツ
帝
国
国
制
に
関
す
る
一
考
察

心
に
検
討
を
進
め
た
こ
と
の
帰
結
と
し
て
、
帝
国
等
族
の
側
の
問
題
が
や
や
手
薄
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
分
野
に
お
い
て
近

年
特
に
注
目
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
の
が
、
ゲ
オ
ル
ク
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
る
。
中
小
規
模
の
帝
国
等
族
で
あ
る
伯
や
都
市
を
こ
れ

ま
で
考
察
の
対
象
と
し
て
き
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
こ
数
年
の
論
文
に
お
い
て
、
帝
国
へ
の
こ
の
よ
う
な
帝
国
等
族
の
統
合
の
問
題
を
扱
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
立
論
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
宗
派
化
(
問
。
ロ

r
g
Eロ
丘
町
ぽ

E口
問
)

と
統
合

(円ロ宮山閃円山昨日。ロ)

の
問
題
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

本
稿
は
、
こ
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
見
解
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
、
近
世
帝
国
国
制
を
考
察
す
る
上
で
重
要
と
思
わ
れ
る
点
を
指

摘
し
、
試
論
的
な
展
望
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

，田町、

一、....，
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一
九
九
四
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
「
統
合
と
宗
派
化

l
l
一
六
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ヴ
ェ
ザ

l
川
と
エ
ム
ス
川
の
聞
の
地
域
L

を
中
心
に
、
宗
派
化
の
問
題
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
を
見
て
み
た
い
思
う
。
ま
ず
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
張
の
骨

ま
ず
、

子
を
ご
く
簡
単
に
紹
介
す
る
。

一
五
五
五
年
の
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
の
帝
国
最
終
決
定
は
、
宗
教
平
和
お
よ
び
帝
国
執
行
令
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

ら
の
諸
規
定
は
、
帝
国
等
族
が
公
権
的
な
構
造
を
も
つ
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
と
も
に
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
中
で
機
能
を
分
担
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
。
そ
れ
故
、
帝
国
等
族
は
自
ら
の
支
配
地
域
を
領
邦
国
家
的
に
作
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス

の
中
に
自
ら
を
組
み
込
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
五
五
五
年
の
体
制
は
、
帝
国
等
族
に
安
全
の
保
障
を
与
え
、

そ
の
存
在
に



る
。
こ
の
た

で
、
帝
国
等
般
の
支
配
が
国
家
な
い
し
は
悶
家
類
似
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と

こ
の
安
全
保
障
母
体
制
の
中
に
入
る
た
め
に
は
、
国
家
色
、
す
な
わ
ち
国
家
的
な
統
…
化
政
第
を
推
進
す
る

ら
こ
の
よ
う
な
政
策
の
実
施
に
対
し
て
は
、
そ
の
領
内
か
ら
の
器
抗
の
一
町
議
性

の
で
あ

の
正
当
一
性
を
与
え
る

こ
と
そ
余
犠
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か

こ
と
は
で

ち
の
権
鞘
に
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
国
家
化
な
く
し
て
は
帝
慢
の
構
成
員
と
し

し
か
し
国
家
化
致
策
を
接
選
す
る
と
、
そ

結
い
て
抵
抗
が
生
じ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
南
国
等

が
大
き
か
っ
た
。
出
議
権
利
を
持
つ

族
、
と
り
わ
け
弱
小
帝
題
等
族
は
こ
こ
に
お
い
て
深
刻
な
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
詔
ず
る
効
果
的
な
方
法

が
、
首
隈
…
質
し
た
宗
一
派
化
政
策
の
推
進
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
需
仰
上
の
諸
問
題
と
支
配
の
強
化
の
結
び
付
き
が
、
一
五
六

0
年
代
か

ら
顕
在
化
す
る
。
さ
ら
に
、
二
八
世
組
来
の
多
額
に
及
ん
だ
対
ト
ル
コ
戦
争
援
助
が
、
弱
小
帝
国
等
族
を
脅
か
す
こ
と
と
な
る
。
帝
国
の

構
成
鼠
と
し
て
対
ト
ル
コ
戦
争
議
助
を
提
供
す
る
義
務
そ
帯
び
て
い
た
彼
ら
は
、
ぞ
れ
に
必
要
な
金
銭
安
額
出
向
か
ら
税
の
数
収
に
よ
っ
て

準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
度
中
患
な
る
税
の
徴
収
は
、
農
民
た
ち
の
友
誌
を
呼
び
起
こ
す
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

一一81

反
抗
そ
抑
止
し
、

な
お
か
つ
支
配
議
の
強
化
を
は
か
る
こ
と
が
こ
の
時
期
の
議
小
帝
器
等
族
に
と
っ

議
準
要
な
需
顕
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
理
解
を
示
し
た
上
で
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ヴ
ェ
ザ
!
ど
エ
ム
ス
同
に
挟
ま
れ
た
北
暗
ド
イ
ツ
の
状
況
を
そ
の
呉
体
的
関
と
し

の
で
あ
る
。

こ
の
地
域
は
有
力
な
帝
国
等
族
に
欠
け
、
中
小
の
帝
国
等
族
が
翻
擬
し
て
い
る
。

は
ネ

1
デ
ル
ラ
ン
ト
が
あ
り
、
罵
知
の

よ
う
に
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
は
、
こ
の
時
期
ス
ペ
イ
ン
と
の
鰐
で
独
立
問
闘
争
を
震
関
し
て
お
り
、

ら
離
脱
し
た
地
域
で
あ
る
。
ま
た

は
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
家
の
務
領
が
広
が
っ
て
い

こ
の
ヴ
ェ
ル
フ
ェ

会
家
は
、
北
西
ド
イ
ツ
に
お
け

力
等
議

い
わ
ゆ
る
韻
邦
関
家
化
政
策
を
こ
の
地
域
で
誰
進
し
て
い

で
あ
る
。
そ
し
て
南
測
に
は

北
大
文
学
部
紀
要



近
世
ド
イ
ツ
也
市
間
関
図
斜
に
関
す
る
一
考
察

等
族
の
へ
ツ
々
ン
ガ
倍
が
、

ま
た

て
バ
イ
エ
ル
ン

の
出
身
者
が
拭
々
出
大
司
教
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
ケ
ル
ン

の
よ
う
な
地
域
に
問
主
す
る
い
く
つ
か
の
伯
の

!
ダ

i
ラ
イ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
に
属
し
て
い

六
世
紀
後
半
の
第
一
成
化
政
策
を
具
体
的
に
検
討
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
次
の
二
点
を

一
に
、
宗
派
化
政
策
に
よ
り
、
近
欝
の
有
力
な
帝
罷
等
接
と
宗
派
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
総
み
込
ま
れ
る
こ
と
が

そ
の
設
築
上
の
撲
助
を
受
け
る
こ

ル
タ
;
派
で
は
、
ヴ
ェ
ル
ブ
ぷ
ン
家
が
ル
タ

i
派
で
あ
り
、

点
在
し
て
た
。
帝
国
ク
ラ
イ
ス
で
は
こ
の
地
域
は
、
ヴ
ぶ
ス
ト
ブ
ァ

i
レ
ン

H

指
摘
し
て
い
る
。

可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

と
な
り
、

カ
ル
ヴ
ア
ン
派
で
は
、

ナ
ッ
サ
ウ
方
伯
の
ネ
ッ
ト
ワ

i
ク
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ

こ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
!

ク
の
や
で
、
例
え
ば
婚
嬢
関
係
な
ど
に
よ
り
、
人
的
な
関
係
が
強
化
怒
れ
る
と
と
も
に
、

そ
の
宗
派
色
政
築
に
お
い

な
分
野
で
の

に
よ
り
供
え
ば
‘

よ
り
、
領
内
の
人
々

に
税
そ
柿
約
め
る
こ
と
に
抵
読
し
な
い
平
民
を
作
り
上
ぜ
る
こ

一
に
、
宗
派
化
政
策
の
一
貫
し

を
境
律
記
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

可
能
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
た
め

-82-

綬
助
が
期
待
で

に
よ
る
様
々
な
祭
礼
・
ミ
サ
の
様
式
の
統
一
、
ま
た
そ
の
教
義
に
よ
っ
て
自
己
規

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
学
校
教
育
-
教
会
統
治
を
通
じ
て
、
犠
州
内
の
支
配
の
統
一
化
と
い
う
政
治
的
自

擦
を
達
成
す
る
道
が
開
か
れ
、
平
民
か
ら
の
載
の
謹
保
さ
ら
に
有
能
な
官
僚
層
の
制
脱
出
と
い
う
形
で
そ
れ
は
呉
体
的
な
姿
を
と
る
こ
と
と

と
な
っ
た
の
が
、
学
校
教
育
マ
あ
っ

ま
た

律
止
し
た
人
々

な
る
。こ

の
よ
う
に
宗
語
化
は
、
特
に
弱
小
帝
国
等
族
の
支
配
の
国
家
化
を
掛
厳
選
す
る
と
と
も
に
、
設
ら
市
岡
等
族
は
帝
冨
ク
ラ
イ
ス
の
欝
或

そ
の
所
農
ク
ラ
イ
ス
の
活
動
を
支
え
る
こ
と
と
な
る
。
市
隠
ク
ラ
イ
ス
の
活
動

し
て
、

に
は
、
こ
の
よ
う
な
家
派
化
政
策
の

推
進
が
あ
る
の
で
あ
り
、
宗
派
化
が
帝
国
関
艇
を
維
持
す
る
上
で
機
概
的
な
投
裂
を
来
た
し
た
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト

々
な
意
味
で
興
味
潔
く
魅
力
的
で
は
あ
る
が
、
多
少
解
説
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
見
解
は
、



に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
一
五
五
五
年
の
ア
ウ
ク
ス
プ
ル
ク
の
帝
鑓
最
軽
決
定
、
特
に
務
教
平
和
と
帝
冨
執
行
令
の
理
解
に
盟
関
し
て
で
あ
る
。

ル
ク
の
体
制
が
帝
関
等
族
、
に
平
和
と
安
全
の
保
僻
揮
を
与
え
た
こ
と
そ

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
論
文
の
各
所
で
ア
ウ
ク

て
い
る
。
そ
の
際
、
具
体
的
に
帝
国
同
最
終
決
定
の
ど
の
部
分
を
指
し
て
い
る
の
か
、
具
体
的
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

で
こ
の
間
条
文
の
紹
介
も
兼
ね

実
際
に
条
文
に
当
た
っ
て
確
認
し
て
お
診
た
い
と
思
う
。

般
に
呼
ば
れ
る
と
の
規
定
は
、
帝
陸
最
終
決
定
む
第
七
文
節
か

。
文
節
の
部
分
で
あ
る
。
そ
の
中
で

の
帝
国
等
醸
の
議
利
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
り
部
分
は
こ
れ
以
読
し
ば
し
ば
公

付
さ
れ
て
い
た
帝
関
ラ
ン
ト
平
和
令
の
文
麗
を
踏
襲
し
て
お
り
、
一
般
的
な
不
法
行
為
の
禁
止
を
規
定
し
て
い
る
。

は
い
わ
ゆ
る
議
採
決
定
権
を
規
定
し
た
蔀
分
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
、

韻
文
箆
は
、

五
・
一
六
文
館

れ
た
部
分
で
あ
る
。

-
註
強
的
権
利
が
保
牌
揮
さ

一
九
文
範
で
は
、
ル
タ
l
流
の
帝
国
等
般
に
よ
る
教
会
財
産
の
没
収
の
権
利
が
認
め
ら
れ
た
。
一
五
五
二
年
の
パ
ッ

れ
て
は
い
る
が
、
ル
タ
;
一
流
の
教
会
叫
財
産
を
怒
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

ル
タ

i
採
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク

サ
ウ
条
約
以
前
に
没
収
さ
れ
た
も
の

一
三
文
節
で
は
、

83-

帝
器
等
族
間
で
宗
派
を
強
襲
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
お
よ
び
位
の
等
旗
の
距
民
に
強
要
す
る
こ

て
い
る
の
こ
れ
は
実
質
的
に
は

五
・
土
ハ
文
箆
む
確
認
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
弱
小
帝
国
等
族
も
持
ら
強
要
さ
れ
る
こ
と

宗
読
を
決
定
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
た
こ
と
と
な
る
。
第
一
一
二

こ
の
平
和
を
維
持
す
る
た
め

文
欝
で
は
こ
の
平
和
を
め

ら
れ
、
財
政
的
な
権
利
も
手
に
入
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
楽
教
平
和
に
よ
り
帝
器
等
族
は
京
派
決
定
権
を
承

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
ο

さ
ら
に
教
会
財
騰
の
投
袈
襲
が
認
め

に
こ
の
宗
教
平
和
は
帝
関
等
族
に
帝
冨
法
的
な
保
障
を

に
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
境
定
さ
れ
て
い

る
と
と
も
に
、
諜
孫
を
巡
る
問
題

に
お
い
て
、

与
え
て
い
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



近
世
ド
イ
ツ
帝
国
国
制
に
関
す
る
一
考
察

次
に
、
帝
国
執
行
令
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
帝
国
執
行
令
は
帝
国
最
終
決
定
の
宗
教
平
和
に
続
い
て
第
一
一
二
文
節
か
ら
一

O
三
文
節
の

七
三
文
節
か
ら
成
る
。
宗
教
平
和
の
お
よ
そ
二
倍
の
分
量
に
当
た
り
、
全
部
で
一
四
四
文
節
か
ら
な
る
帝
国
最
終
決
定
の
半
分
程
を
占
め

て
い
る
。
こ
の
執
行
令
の
前
半
部
分
は
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
当
時
の
紛
争
当
事
者
で
あ
っ
た
傭
兵
へ
の
対
処
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
部
分

に
お
い
て
帝
国
等
族
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
領
地
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
傭
兵
の
暴
動
に
対
処
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
後
半
部
分

で
は
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
組
織
化
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
帝
国
等
族
は
ク
ラ
イ
ス
に
属
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
所
属
ク
ラ
イ

ス
に
お
い
て
は
共
同
の
執
行
の
た
め
に
援
助
を
提
供
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

ク
ラ
イ
ス
内
に
は
ク
ラ
イ
ス
長
官
お

リ
l
ト
ベ
ル
ク
伯
ヨ
ハ
ン
の
掠
奪
行

為
に
対
す
る
一
五
五
七
年
の
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ

l
レ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
の
執
行
軍
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
ク
ラ
イ
ス
軍
の
前
に
ヨ
ハ

よ
び
身
分
別
に
補
佐
官
を
選
ぶ
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
前
述
の
論
文
の
中
で
、

ン
が
降
伏
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
地
域
の
帝
国
等
族
は
、

ク
ラ
イ
ス
が
こ
の
平
和
の
分
野
に
お
い
て
実
際
に
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
を

84-

目
の
当
た
り
に
し
、

ク
ラ
イ
ス
が
平
和
・
安
全
の
保
障
を
実
際
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
組
織
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
地
理
的
に
も
皇
帝
の
保
護
か
ら
す
で
に
離
れ
て
い
た
こ
の
北
西
ド
イ
ツ
地
域
の
帝
国
等
族
は
、
こ
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
中
に

新
た
な
保
護
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、

一
五
五
五
年
の
体
制
は
、
帝
国
等
族
に
領
域
支
配
の
明
白
な
し
る
し
を

与
え
、
こ
れ
に
よ
り
帝
国
等
族
は
、
国
家
的
な
統
一
化
政
策
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
領
域
支
配
の
明
白
な
し
る
し

と
は
何
を
指
す
の
か
、
あ
る
い
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
各
所
で
言
う
と
こ
ろ
の
公
権
的
な
構
造
を
も
つ
こ
と
を
前
提
と
し
た
と
い
う
の
は
具
体

的
に
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
に
直
接
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
第
八
二
文
節
で
あ
る
。
こ
れ
は
ク
ラ
イ
ス
の
執
行
の
た
め
に

帝
国
等
族
に
援
助
提
供
の
義
務
を
規
定
し
た
部
分
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
「
そ
れ
ぞ
れ
の
等
族
が
公
権
(
O耳目
mwo芹
)
を

持
つ
べ
き
で
あ
り
、
聖
職
者
で
あ
れ
俗
人
で
あ
れ
、

ま
た
特
免
を
持
つ
者
で
あ
れ
そ
う
で
な
い
者
で
あ
れ
、

ま
た
自
由
人
で
あ
れ
非
自
由



人
で
あ
れ
、
そ
の
臣
民
(
巴
ロ
宮
門
片
山
凶
凶
器
誌
に
説

(
2
0
5門〉

こ
と
が

こ
の
要
求
に
対
し
て
臨
民
は
従
う
こ

け
ら
れ
、
不
服
誌
な
者
は
帝
国
最
高
法
議

れ
る
。
L

こ
こ
に
お
い
て
は
っ
き

へ
の
諜
説
権
が
保
証
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

上
あ
ら
ゆ
る
特
免
等
を
度
外
視
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
帝
国
等
族
は
公
壌
を
持
つ
こ
と
そ
し

に
そ
の
身
分
、

特
権
の
存
主
に
関
保
な
く
課
税
す
る
こ
と
を
帝
国
法
的

帝
題
等
族
で
あ
る
伯
た
ち
は
藍
ち

れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
認
め
ら
れ
た
権
科
を
し
か
し

る
こ
と
は
国
難
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
非
常
に
効
果
的
な
手
段
を
提
供
し
た
の
が
、 ら

欝
小

述
し
た
よ
う
に
、
議
深
化
政
策
で
あ
っ

こ
の
よ
う
に
一
五
忍
五
年
の
体
制
糾
の
中
に
あ
れ
ば
、
帝
箆
等
族
は
そ
の
京
派
決
定
権
お
よ
び
鎮
域
支
配
権
を
帝
国
法
的
に
認
め
ら
れ
る

一
方
で
、
ク
ラ
イ
ス
へ
の
援
助
提
供
な
ど
こ
の
体
制
の
や
で
義
務
づ
け
ら
れ
た
事
柄
を
果
た
す
こ
と
が
擦
講
さ
れ
、
も
し
そ
の
よ
う
な
義

務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
こ
の
体
制
の
構
成
員
の
資
格
を
失
う
こ
と
と
な
る
。
一
五
五
五
年
以
鋒
で
は
ま
ず
、
ク
ラ
イ
ス
ヘ

さ
ら
に
と
り
わ
け
一
六
世
紀
末
以
降
再
三
に
わ
た
り
決
議
さ
れ
た
対
ト
ル
コ
戦
争
の
た
め
の
帝
闘
機
劫
の
提
供
が
、
彼

の
援
助
提
供
が
、

85 

ら
弱
小
帝
閏
等
族

会
、
そ
の
帝
関
等
族
は
そ

な
っ
た

で
き
る
。
こ
れ
ら
の
義
務
を
果
た
す
こ

し
場

ぃ
。
こ
う
し
て
議
小
帝
国
等
接
は
、
近
隣
の
有
力
帝
爵
等
議

領

邦
等
族
化
の
畿
き
を
阻
止
し
、
自
ら
の
自
由
を
守
る
一
方
で
、

ち
の
蜂
起
を
防
ぎ
、
後
ら
か
ら
税
受
取
り
立
て
て
い
か

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



近
世
ド
イ
ツ
帝
国
国
制
に
関
す
る
一
考
察

，-町、

一一
、‘"

次
に
一
九
九
六
年
発
表
の
論
文
寸
近
代
の
始
ま
り
に
お
け
る
ド
イ
ツ
|
|
ラ
イ
ヒ
と
文
化
国
民
?
L
を
参
照
し
な
が
ら
、

う
国
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
国
民
と
い
う
ま
と
ま
り
に
つ
い
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
考
え
方
を
整
理
し
て
み
た
い
と
思
う
。

ド
イ
ツ
と
い

一
六
世
紀
後
半
に
お
い

て
は
、
宗
派
化
政
策
が
特
に
弱
小
帝
国
等
族
に
帝
国
構
成
員
と
し
て
生
き
残
る
た
め
の
重
要
な
手
段
を
提
供
し
、
そ
の
結
果
、
帝
国
は
宗

派
化
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
宗
派
の
相
違
を
超
え
て
全
体
の
ま
と
ま
り
を
維
持
あ
る
い
は
強
化
し
た
と
い
う
シ
ユ

』
ツ
ト
の
考
え
を
既
に
紹
介
し
た
が
、

一
体
こ
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
を
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
、

ま
た
こ
の

86 

よ
う
な
ま
と
ま
り
を
ど
の
点
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
考
え
方
を
紹
介
し
た
い
と
思

フ。

つ
ま
り
統
合
し
て
い
く
ま
と
ま
り
を
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
す
る
か
、

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
を
ど
の
レ
ベ
ル
で
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
、
統
合
と
国
家
性
の
問
題
で
あ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
の
論
文
の
中
で
、
「
国
家
国
民

L
G
E
E自
己
目
O
D
)

と
「
文
化
国
民
」
(
間
三

Z
B
m昨日
O
D
)

と
い
う
言
葉
を
キ
l
ワ
l

ド
と
し
、
そ
れ
と
関
連
さ
せ
て
寸
ド
イ
ツ
国
民
」
(
骨
E
R
y
o
z
m注
目
。
ロ
)
、
「
何
色
。
町
田
・

ω
E
E」
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に

よ
る
と
寸
ド
イ
ツ
国
民
」
と
い
う
概
念
は
、

一
五

O
O年
頃
に
は
二
つ
の
意
味
で
現
れ
て
い
る
。

一
つ
は
ド
イ
ツ
の
帝
国
等
族
と
関
連
し

た
狭
義
の
政
治
シ
ス
テ
ム
と
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
世
の
終
わ
り
頃
に
お
い
て
国
家
的
な
様
相
を
呈
し
始
め
た
も
の
で
、
「
問
。
日
nymF

ω
E
E」
そ
し
て
「
国
家
国
民
L

と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
ゲ
ル
マ
ン
的
な
伝
統
の
中
に
存
在
し
、
超
国
家
的
な
ド

イ
ツ
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
特
に
言
語
上
の
観
点
に
お
い
て
そ
の
範
囲
が
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
ま
と
ま
り
で
あ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
前



者
の
意
味
で
の
「
ド
イ
ツ
国
民
L

に
言
及
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
う
寸
均
一
色
与
印

1
2
2
t
を
以
下
に
お
い
て
は
、

「
ラ
イ
ヒ
」
と
訳
し
て
使
用
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
「
ラ
イ
ヒ
し
と
は
何
か
、
以
下
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
考
え
を
紹
介
し
て
い

こ〉フ。「
ド
イ
ツ
閏
民
」
と
い
う
概
念
は
一
五
世
紀
に
現
れ
、
公
会
議
や
大
学
の

Z
巳
古
の
発
展
形
態
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

ま
た
同
時
期
に
フ
ス
派
の
攻
撃
、
対
ト
ル
コ
戦
争
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
な
ど
の
対
外
的
な
問
題
が
頻
発
し
た
こ
と
も
こ
の
概
念
の
誕
生

と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
一
五
世
紀
半
ば
に
、
帝
国
の
ド
イ
ツ
の
部
分
の
政
治
・
支
配
的
な
団
体
に
関
す
る
俗
語

的
表
現
と
し
て
「
ド
イ
ツ
国
民
L

が
使
わ
れ
始
め
、
こ
れ
は
皇
帝
サ
イ
ド
に
よ
っ
て
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
中
で
利
用
さ
れ
る
に
い
た
つ

た
。
対
外
防
衛
へ
の
帝
国
等
族
の
動
員
な
ど
の
際
に
こ
の
言
葉
が
多
い
に
活
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
ド
イ
ツ
国
民
」
と
い

う
言
葉
を
帝
国
等
族
も
使
う
こ
と
を
受
容
し
た
が
、

87 

し
か
し
な
が
ら
彼
ら
は
皇
帝
サ
イ
ド
で
の
使
い
方
と
は
や
や
異
な
っ
た
意
味
を
も
っ

て
こ
の
言
葉
を
利
用
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
帝
国
等
族
は
「
ド
イ
ツ
国
民
」
を
政
治
的
に
一
緒
に
行
動
し
、
帝
国
の
負
担
を
共
に
担

う
ま
と
ま
り
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
帝
国
等
族
は
こ
の
「
ド
イ
ツ
国
民
」

を
帝
国
等
族
個
々
の
支
配
の
構
造
的
な
欠
陥
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
ま
と
ま
り
と
理
解
し
、
寸
ド
イ
ツ
国
民
L

自
体
を
強
化
す
る

こ
と
を
目
的
と
は
決
し
て
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
王
国
と

Z
己
目
。
ロ
の
一
体
化
が
進
行
し
て
い
た
一
方
で
、

フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
同
じ
墳
、
同
じ
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
国
王
を
中
心
と
し
た
中
央
集
権
的
な
国
家
体
制
へ
の
移
行
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
寸
ド
イ
ツ
国
民
」
と
い
う
言
葉
の
内
容
が
皇
帝

領
が
ド
イ
ツ
の
中
核
地
域
で
は
な
く
、

の
支
配
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
背
景
と
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、

そ
の
周
辺
地
域
に
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
一
六
世
紀
前
半
に
皇
帝
カ

l
ル
五
世
に

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
所

北
大
文
学
部
紀
要



近
被
ド
イ
ツ
議
問
溺
銭
円
札
関
す
る
一
考
幾

よ
っ
て
企
て
ら
れ
、
短
期
間
の
問
実
現
し
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
に
よ
る
帝
国
中
核
地
域
の
所
訓
練

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
大
公
領
の

い
う
事
実
を
指
摘
し
、
こ
の
所
領
の
維
持

ハ
プ
ス
ブ
ル

の
帝
問
題
忍
牲
を
確
定
し
た
と
す
る
。
こ

ノ、

プ
ス
プ
ル

ド
イ
ツ

一
致
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
こ
mw
こ
と
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
や
イ
、
ギ
リ
ス

の
よ
う
な
君
主
政
安
全
み
出
さ
な
か
っ

の
一
つ
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
指
摘
す
る
の
で

で
は
こ
の

J
「
イ

と
い
う
一
一
一
一
口
葉
で
、
機
際
に
地
理
的
に
ど
の
続
器
を
考
え
る
こ

の
か
。
こ

に
シ
ュ
ミ
ッ
ト

の
強
制
劇
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
際
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
次
む
よ
う
な
畑
一
解
を
背
景
に
お
い
て
い
る
。
ー
ド
イ

}ま

帝
国
議
会
に
出
席
す
る
人
々
を
揺
し
、
ぞ
れ
は
ま
た

と
呼
ぶ
こ
と
が

ツ
国
民
L

討

行
行
「
ラ
イ
ヒ
」

こ
の
よ
う
な
コ
ブ
イ
ヒ
L

は

る
。
す
な
わ
ち
敢
え
て
単
純
化
す
れ
ば
、
「
ド
イ

ス
か
ら
中
部
山
岳
地
帯

は
ア

88 

ま
で
の
い
わ
ゆ
る
上
部
ド
イ
ツ

(OZ三
塁
門
的
。

y
g
&
)
と
一
致
す
る
と
い
う
。
ー
帝
冨
議
会
で

に
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
を
基
礎

る
な
ら
ば
、
こ
の
国
家
国
民
は
上
部
ド
イ
ツ

す
な
わ
ち
ア
ル
プ
ス
と
中
部
出
感
地
帯
の
関
の
地
域
と
拡
範
に

致

す
る
」
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
述
べ
て
い

こ
れ
に
盟
関
連
す
る
シ
子
、
~
ッ
ト
の
言
葉
を
少
々
遣
い
か
げ
て
お
こ
う
。
「
平
和
・
法
・

体
と
し
て
ド
イ
ツ

一
六
世
紀
の
後
半
に
い
た
る
ま

れ
少
な
か

ツ
に
摂
{
た
さ

そ
の
共
同
体
は
帝

帝
国
議
会

帝
国
の
室
認
を
担
う
者
だ
け
が
、
ド
イ

の
教
治
的
統

体
と
し
て
の
ラ

イ
ヒシ

ュ
ミ
ッ
ト

の
寸
ラ
イ
ヒ

は
一
五
四

O
年
壊
か
ら
徐
々
に
空
詩
的
に
変
化
を
見
せ
始
め
る

G

…五

0
0年
墳
に

イ
ツ
に
限
定
さ
れ
て
い
た
コ
フ
イ
ヒ
」
が
こ

ら
器
地
ド
イ
ツ
〈
沼
町
。
号

j

丘
E
g
n
E
M凶
吋
凶
器
に
拡
大
し
て
い
く
の
マ
あ
る
。
そ
の
き
っ

か
け
と
な
っ
た
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
指
摘
す
る
も
の
が
、

シ
ュ
マ
ル
カ
ル

ン

で
あ
る
。
宗
派
を
巡
る
問
題
は
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
帝
冨



政
策
と
関
連
し
て
お
り
、

シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
同
盟
に
結
集
し
た
福
音
派
の
低
地
ド
イ
ツ
の
帝
国
等
族
は
、
宗
派
の
問
題
を
討
議
す
る
た

め
に
帝
国
議
会
に
出
席
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
五
回

0
年
代
に
お
い
て
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
同
盟
会
議
が
帝
国
議
会

と
ほ
ぼ
同
時
に
開
催
さ
れ
、
従
来
帝
国
議
会
に
あ
ま
り
出
席
し
な
か
っ
た
低
地
ド
イ
ツ
の
帝
国
等
族
が
、
こ
の
当
時
の
帝
国
議
会
に
出
席

し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
同
盟
に
は
、
低
地
ド
イ
ツ
の
帝
国
等
族
と
と
も
に
上
部
ド
イ
ツ
の
福
音
派
の
帝
国

等
族
も
参
加
し
て
お
り
、
こ
の
同
盟
会
議
を
通
じ
て
、
彼
ら
の
聞
に
共
属
意
識
が
芽
生
え
た
こ
と
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
指
摘
す
る
。
そ
し
て

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

一
五
五
五
年
の
帝
国
最
終
決
定
は
帝
国
等
族
の
宗
派
決
定
権
お
よ
び
支
配
権
を
認
め
ま
た
保
障
し
た
。
こ
の
こ
と

に
よ
り
「
ラ
イ
ヒ
」
は
低
地
ド
イ
ツ
へ
と
一
層
広
が
り
を
見
せ
る
こ
と
と
な
る
。
五
五
年
の
諸
権
利
を
享
受
す
る
こ
と
は
「
ラ
イ
ヒ
」

J¥ 

の
参
加
を
意
味
し
、

そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
寸
ラ
イ
ヒ
L

の
負
担
を
担
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
短
期
間
に
上
部
ド
イ
ツ
の
ラ

イ
ヒ
は
低
地
ド
イ
ツ
に
広
が
っ
た
。
遅
く
と
も
三
十
年
戦
争
ま
で
に
は
政
治
的
に
共
同
で
行
動
し
そ
し
て
負
担
を
担
う
等
族
・
国
家
的
団

89 

体
で
あ
る
ド
イ
ツ
国
民
の
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
は
実
際
の
と
こ
ろ
ア
ル
プ
ス
か
ら
北
海
と
バ
ル
ト
海
の
海
岸
ま
で
達
し
た
」
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト

は
述
べ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
ラ
イ
ヒ
L

は
帝
国
等
族
の
支
配
を
補
完
す
る
機
能
を
有
し
た
。
「
ラ
イ
ヒ
し
は
そ
れ
ら
と
決
し
て
競
合
せ
ず
、
「
ラ
イ
ヒ
」

と
帝
国
等
族
は
相
互
補
完
の
関
係
に
あ
っ
た
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
強
調
す
る
。
そ
の
際
注
意
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
点
は
、
帝
国
等
族
に
と
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
「
ラ
イ
ヒ
」
は
あ
く
ま
で
も
副
次
的
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
帝
国
等
族
が
こ
の
よ
う
な
「
ラ
イ
ヒ
L

と
い
う
ま
と
ま
り
自
体
を
何
ら
か
の
形
で
強
化
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
自
ら
の
支
配

構
造
の
欠
陥
を
補
う
存
在
と
し
て
コ
フ
イ
ヒ
L

を
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
考
え
方
は
大
変
に
魅
力
的
で
あ
り
、
相
互
補
完
原
理
と
い
う
視
点
で
つ
ラ
イ
ヒ
L

と
領
邦
を
考
察
す
る
こ

北
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近
世
ド
イ
ツ
務
関
閣
制
に
関
す
る

品
労
務

と
は
、
コ
ツ
イ
ヒ
L

の
位
霊
づ
げ

に
新
た
な
潜
を
開
く
可
龍
性
を
釘
絡
め
て
い

こ
と
、
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
シ
ュ
ミ
ッ
ト
め
こ
の
立
論

な
っ
て
い

の

て
お
く
必
獲
が
あ
る
よ
う
に
患
わ
れ

何
ら
具
体
的
な
事
実
を
示
し
て
い
な
い
。
も
ち

ろ
ん
具
体
的
な
事
実
の
把
握
の
上
に
こ
の
よ
う
な
論
を
震
関
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
愈
の
た
め
確
認
す

国
議
会
の
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
い
わ
が
悶
の
研
究
状
読
に
お
い
て
は
無
駄
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま

の
帝
届
レ
ベ
ル

る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ

の
出
席
者
の
拡
大
に
触
れ
て
い
る
部
分
に
お
い

こ
の
時
代
の
菊

、
帝
国
議
会
に
限
ら
ず
地

〈
帝
国
代
表
者
会
議
・
帝
題
ク
ラ
イ

の
出
席
者
を
こ
の
よ
う
な
観
点
か

で
き
る
か
ど
う
か
検
証

し
て
お
き
た
い
と
患
う
。
以
下
に
お
い
て
は
、

シ
子
ミ
ッ
ト
の
紹
介
か
ら
離
れ
、

六
世
紀
を
中
、
む
と
し
た
帝
国
議
会
お

レ

ベ

ル
の
集
会
の
出
席
状
況
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
て
い
く
こ
と
と

… 90ー
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制
別
表
を
参
照
し
つ
つ
、

一
六
世
紀
の
帝
関
レ
ベ
ル
む
三
つ

i
i
帝
盟
議
会
・
帝
国
代
表
者
会
議
・
帝
国
ク
ラ
イ
ス
会
議

i
に

関
し
て
、

そ
の
出
席
者
の
観
点
か

て
い
き
た
い

考
察
の
前
提
と
し
て
、
帝
国
等
族
の
実
数
を
身
分
別
に
誰
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
世
部
北
、
領
報
m
等
族
化
、
分
割
椙
続
、
家
系
新

絶
等
に
よ
り
帝
器
等
接
の
数
は
詫
動
的
マ
は
あ
る
が
、
し
か
し
一
五
一
二
年
の
帝
器
台
帳
を
基
礎
に
し
て
、
台
模
自
体
の
誤
り
お
よ
び
一

た
数
が
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

六
世
紀

に
入
れ
二
六
笠
紀
の
滞
留
議
会
等
の
出
席
者
を
考
察
す
る
た
め

選
帝
侯
六
、
強
界
諮
侵
四
二
、

一一、

一
呂
、
佑
・
ヘ
ル
九
問
、
帝
属
都
市
五
六
の
総
計
二
六
三
で
あ
る
。
特
に



聖
職
者
身
分
に
お
い
て
は
世
俗
化
が
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
進
行
す
る
た
め
に
、
聖
界
諸
侯
お
よ
び
高
位
聖
職
者
の
数
は
一
六
世
紀
の
各
時

期
に
よ
り
か
な
り
異
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
時
そ
の
時
で
身
分
別
の
総
数
を
確
定
し
て
考
察
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
今

回
は
前
述
の
数
字
を
基
礎
と
し
た
い
。
数
字
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
伯
・
ヘ
ル
お
よ
び
帝
国
都
市
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
分
か
る
が
、

伯
・
八
九
ル
は
帝
国
議
会
で
の
意
志
決
定
に
際
し
て
個
人
票
で
は
な
く
集
合
票
を
行
使
す
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
帝
国
都
市
は
独
自
の
部
会
を

形
成
し
た
が
、
帝
国
議
会
内
で
の
地
位
は
低
か
っ
た
。
ま
た
、
前
述
の
数
字
を
地
理
的
に
上
部
ド
イ
ツ
と
低
地
ド
イ
ツ
に
分
け
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
。
(
上
が
上
部
ド
イ
ツ
、
下
が
低
地
ド
イ
ツ
)
聖
界
諸
侯
つ
=
了
二

O
)
俗
界
諸
侯
(
一
七
・
一
四
)
高
位
聖
職
者
(
二
九
・

(
六
一
・
三
一
二
)
帝
国
都
市
(
四
八
・
八
)
全
体
ご
七
七
・
八

O
)
。

五
)
伯
・
へ
ル

表
ー
は
R
・
ア
ウ
リ
ン
ガ
1
の
研
究
に
依
拠
し
て
、

め
た
も
の
で
あ
る
。
帝
国
議
会
出
席
者
の
総
数
は
ば
ら
つ
き
は
あ
る
も
の
の
、
徐
々
に
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が

一
五
二
一
か
ら
八
二
年
ま
で
の
二
四
回
の
帝
国
議
会
の
出
席
者
を
身
分
別
に
ま
と

で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
身
分
別
で
は
選
帝
侯
の
出
席
状
況
の
良
さ
が
注
目
さ
れ
る
。
ほ
ぽ
毎
回
全
員
出
席
で
あ
る
。
選
帝
侯
と
い
う
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高
い
身
分
は
、
こ
の
よ
う
な
高
い
出
席
率
に
裏
づ
け
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
低
地
ド
イ
ツ
の
等
族
の
出
席
者
に
占
め
る
比
率
は
、

一
五
五

0
年
代
以
降
は
ほ
ぼ
二

O
%以
上
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
出
席
者
数
は
、
帝
国
議
会
毎
に
か
な
り
ば
ら
つ
き
が

み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
帝
国
議
会
の
審
議
事
項
、
当
時
の
政
治
情
勢
あ
る
い
は
皇
帝
臨
席
の
有
無
等
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
帝
国
議
会
を
個
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
、
三
二
年
か
ら
四
一
年
ま
で
の
一

0
年
間
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
、

帝
国
議
会
は
開
催
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
二
二
年
に
成
立
し
た
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
同
盟
の
結
果
、
帝
国
内
で
宗
派
に
よ
る
対
立
が
激

し
く
な
り
、
帝
国
議
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
い
た
っ
た
結
果
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
帝
国
議
会
の
ば
ら
つ
き
が
大
き
く
傾
向
を
読
み
に
く
い
の
で
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
見
解
を
確
か
め
る
た
め
に
も
、
こ
の
二
四
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近
世
ド
イ
ツ
説
明
鐙
閣
制
に
爵
す
る
一

表 I

高佼
俗界言語{柔 ia.ヘノレ 常国調1詩f ぷZ弘3三zz2sL 

{民地独言者

望月義母奇 {伎のよ七議

1521 s 17( 6) 14(0) 16( 5) 3( 0) 44(若} 100 (]7) 17.0 

1524 6 14( 1) 14(0) lS( 3) 4( 0) 11(2) 64(告} 仏4

4(1) 12 (4) I 0 ( 0) 17(5) 43(10) i 23.2 

1526 5 15( 4) 17(1) 17( 6) 4( 1) 33(5) 哲1(17) 18.7 

1527 5 10( 5) 16(1) 11 ( 4) 。(O) 25(4) 67 (14) 20。号

1529 6 23( 6) 24 (2) 1S( 5) 2( 0) 30(6) 100(19) 19.0 

1530 5 27(11) 23(3) 19( 6) 21 (10) 32(5) 127 (35) 27.6 

1532 6 22(毛} 22(1) 17( 1) 24( 6) 28(3) 119(23) 19.3 

1541 斗 24( 7) 23(2) 20( 6) 23( 8) 44(4) 140 (27) 19.3 

1542 6 22( 7) 25(3) 20( 7) 37( 6) 44(6) 154(2き} 18.8 

1542 6 1S( 5) 18(1) 13( 5) 34( 5) 22 (1) i 111 (17) 15‘3 

1543 5 25( 7) 19(1) 17( 6) 35( 5) 24 (1) 125 (20) 16.0 

163 (36) 1544 G 27(11) 25(3) 20( 7) 43(10) 42(5) 22.1 

1545 6 2きOI) 23(3) 17(昔} 38( 9) 40(3) 153(32) 20.9 

1548 告 33 (J4) 28(3) I 17( 6) 38( 8) 40(7) 162 (38) 23.5 

1551 6 

29(10)11l84S3d Enn17(( ( η 

53(15) 49(7) 184(42) 22.8 

1555 長 24 (10) I 24(2) I 21( 6) 40 (10) 総(4) 1川 2) 19号

1557 自 22( 7) I 25(0) I 23( 8) 3D( 5) 42 (3) 148(23) 15.5 

1559 品 22( 7) 29(4) 20( 9) 48 (12) 50(7) 175(39) 22.3 
2 

1566 8 2事(11) 27(3) 23(宮} 49(13) 49(語) 182(44) 24.2 

1567 s 12( 1) 19(号)i 22( 6) 24( 3) 3号(2) 122 (12) 9.8 

1570 5 27( 9) 27(4) 29{ll) 51(14) 46(S) 186(43) 23.1 

1576 6 29 (11) 30(5) iお(9) 50 (15) 49(5) 192 (45) 23.4 

1582 6 30(12) 28(3) 2ヲ(8) 49(12) 46(6) 188(41) 21.8 

全体重文 品 2 的 合 3似 31(14) I附 56(8) 263(80) 30.4 

)内の数字主主低地ドイツの常国害事族の数
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回
を
三
期
に
分
け
て
そ
の
傾
向
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
が
表
H
で
各
期
の
出
席
率
を
示
し
て
い
る
。
第
一
期
は
二
一

1
三
二
年
で
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
言
っ
て
い
た
寸
ラ
イ
ヒ
し
が
低
地
ド
イ
ツ
に
拡
大
し
て
い
く
傾
向
を
示
す
四

O
年
以
前
の
帝
国
議
会
で
八
回
。
第
二
期
は
、

五
五
年
の
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
ま
で
の
九
回
。
第
三
期
は
五
五
年
以
降
で
七
回
で
あ
る
。
低
地
ド
イ
ツ
の
聖
界
諸
侯
を
除
い
て
い

ず
れ
の
身
分
で
も
徐
々
に
出
席
率
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
出
席
率
の
伸
び
具
合
と
い
う
点
で
は
、
伯
・
へ
ル
が
目
立
つ
。
上

い
て
も
そ
の
数
字
を
ほ
ぽ
保
っ
て
い
る
。

部
ド
イ
ツ
お
よ
び
低
地
ド
イ
ツ
と
も
に
、
第
一
期
で
は
ほ
と
ん
ど
出
席
し
て
い
な
か
っ
た
状
況
が
、
第
二
期
に
急
上
昇
し
、
第
三
期
に
お

へ
の
統
合
の
様
子
が
確
か
に
確
認
で

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
強
調
し
た
弱
小
帝
国
等
族
の
「
ラ
イ
ヒ
」

き
る
数
字
と
思
わ
れ
る
。
同
様
に
低
地
ド
イ
ツ
の
俗
界
諸
侯
の
出
席
率
も
上
昇
の
程
度
が
大
き
い
が
、

第
二
期
か
ら
第
三
期
に
か
け
て
の
伸
び
が
大
き
い
。
こ

の
よ
う
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
な
出
席
率
の

上
昇
を
確
か
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

し
か
し

同
時
に
上
部
ド
イ
ツ
の
等
族
の
方
が
各
身
分
に
お
い
て

常
に
出
席
率
が
高
い
こ
と
も
分
か
る
。
ま
た
、
低
地
ド

イ
ツ
の
伯
・
へ
ル
の
出
席
率
が
伸
び
た
と
は
い
え
、

割
程
度
に
過
ぎ
ず
、
他
の
身
分
と
比
べ
る
と
そ
の
低
さ

が
目
立
っ
て
い
る
。

次
に
、

シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
同
盟
参
加
者
と
帝
国
議

会
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に

北
大
文
学
部
紀
要

し
か
し
伯
・
ヘ
ル
と
や
や
異
な
り

表II

第 1期 第 2期 第 3期

選帝侯 93.8 98.1 100 

イ底地ドイツ

聖界諸侯
24.4 45.6 37.1 

上部ドイツ

聖界諸侯
54.0 72.7 74.0 

f民地ドイツ

俗界諸侯
42.0 51.6 76.5 

上部ドイツ

俗界諸侯
50.7 63.4 82.4 

低地ドイツ

高位聖職者
22.5 46.7 54.3 

上部ドイツ

高位聖職者
53.4 72.8 79.3 

{忌地ドイツ

伯・へル
6.0 27.3 32.3 

上部ドイツ

伯・へル
8.4 46.4 48.7 

イ底土也ドイツ

帝国都市
56.3 55.6 60.7 

上部ドイツ

帝国都市
47.4 71.5 85.1 
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近
世
ド
イ
ツ
策
関
節
制
制
に
開
閉
す
る
一
考
察

機
れ
ば
、

シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
同
盟
参
加
者
は
、
京
採
の
問
問
題
を
討
議
す
る
た
め
に
同
時

に
も
出
席
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
c

…
十
品
川
間

年
以

降
、
際
躍
の
解
体
ま
で
の
罵
需
に
開
催
怒
れ
た
六
回
の
帝
閣
議
会
の
詩
盟
参
加
者
の
防
諜

率
を
ま
と
め
た
の
が
、
表
血
で
あ
る
。

一
期
と
比
べ
る

る
よ
う
に
、
抵

姉
崎
ド
イ
ツ
の
同
盟
参
加
者
の
帝
国
議
会
へ
の
出
席
状
況
は
、
問
問
身
分
の
他
の
帝
国
等
族
よ

ヲ
」
、

』

こ
と
が
分
か

シ
ュ
ミ
ッ
ト

る
必
要
上
、

に
多
く
出
誇
し
て
い
た
こ
と
が
提
議
さ
れ
る
。
ま

表III

主き 分 出席塁率

選手授侯 83.3 

低地ドイツ俗界
69.4 

諸侯

上部ドイツ俗界
83.3 

諸侯

{[!;地ドイツf自・
56‘? 

J¥11/ 

低地ドイツ子若醤
50 

都千百

上部ドイツ務競
70.8 

都市

た
、
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
開
墾
に
は
こ
の
間
議
会
議
以
外
に
、
上
部
ド
イ
ツ
同
盟
都
市
会
議
と
低
地
ド
イ
ツ
語
音
派
都
市
会
議
が
あ
っ

い
ず
れ
も
向
盟
会
議
の
米
擬
擦
の
時
期
に
か
な
り
の
頻
度
で
関
寵
さ
れ
て
い
る
。
都
市
会
議
と
い
う
身
分
譲
定
の
会
議
で
あ
る
点
さ
ら
に

94 

上
部
ド
イ
ツ
と
器
地
ド
イ
ツ

れ
て
い
た
点
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。

帝
国
執
行
令
に
よ
っ
て
部
制
を
整
え

の
出
席
状
訟
は
穣
か
に
シ
ラ
ミ
ッ
ト
の
指
擁
を
裏
丹
け
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
以
下
に
お
い
て
は
…

こ
の
よ
う

は
身
分
別
、

8
は
ク
ラ
イ
ス
到
)

ラ
イ
ス
会
議
を
出
籍
者
の
観
点
か
ら
整
理
し
て
み
た
い
と
患
う
。

の
構
成
員
そ
示
す
の
が
、
表
ww

で
あ
り
、

六
O
O年

は
一
五
五

一
覧

(
A

は
帝
露
代
表
者
会
議
構
或
同
協
同
の
一
五
五
五
年
以
降
の
帝
国
議
会
出
席
率

B
は
ク
ラ
イ
ス
別
〉
で
あ
る
。

で

ま
で
の
常
間
代
表
者
会
議

あ
り
、
表
明
日

ラ
イ

構
成
員
と
し
て
、

一
一
本
正
五
年
の
帝
憧
執
行
令
に
よ
っ
て
そ
の
任
務
お
よ
び
構
成
員
等
が
境
内
た
き

さ
ら
に
一
五
七

O
年
の
シ
ュ
パ

帝
国
代
表
者
会
議
硲
氏
。
F
主
宰
三
丘
町
口
氏
知
的
)
は

大
名
の
帝
同
等
族
の
名
前
が
具
体
的



1570年加入

表N-A

選

1555年時の構成員

Ebf. Mainz 
Ebf. Kδln 
Ebf. Trier 
Hz. Sachsξn 
Pfgf. Rhein 

単位a鳩山lrg

Ost君rreich
Bf. Wurzbur宮
Bf. Munster 

分

侯帝

身

譲

Hz. Bayern 
俗界諸侯!日z.]ulich 

Lgf. H田 sen

Abt Weingarten 

Gf. Furst詰込berg

都市 Nurnberg
Koln 

クライス 1555ま干狩の構成員 1570作

オーストリプ Ehz. Osterrεich 

ブルグト Bur諒und

Ebf. Mainz 

クーノレライン
i Ebf. Trier 
Ebf. Koln 
Pfgf. Rh日in 1 

jオーパーザクセン
Hz. Sac諮 問

Hz. Pommem 
211主gf.務ran必註hurg

フランケン
Bf. Wurzburg 

: Stadt Numb邑匂

バイエルン Hz. Bayern 

シュヴァーベン
Abt. Weingart日n

Bf. Konstanz 
Gf. Furst母nberg

オーノふ ω ライン Lgf.日告$器開

! Bf. Munster 
ヴ且ストアァーレン Hz， Julich 

Stadt Koln 

ニーダーザクゼン Hz. Braunsεhweig 

95-

表N-B

で に
閤
名
を
追
加
し
説
。
こ
れ
に
よ
り
こ

O
名
の
構
成
員
が
確
定
す
る
。
身
分
別
に
見
る
と
(
表
W
A
)
、
選
帝
震
が
全
識
で
る
り
、
諸
使

そ
れ
ぞ
れ
五
名
と
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
。
こ
の
選
帝
慢
と
諸
伎
を
合
わ
せ
る
と
一

る
。
託
務
は
執
行
令
に
よ
れ
ば
、

北
大
文
学
部
紀
繁

な
り
、
全
体
の
八
離
を
占
め

そ
の
詩
々

の
規
模
の
平
和
破
壊
事
件
へ
の
対
応
を
協
議
す
る
こ
と
に
あ
つ



近
世
ド
イ
ツ
後
関
滋
制
に
関
す
る
一
考
察

表V

P稔玉沢hein

K出 sachsen

kurbrandenbur寝

Ehz. Osterreich 

Hz. Bayern 

Hz. Julich 

Hz. Braunschweig 

Burgund 

Bf宣言iVUrzburg

Bf. Konstanz 

Bf. Munst日T

十

十

十

Lgf. Hessen 

Abt Weinga抗告n

Gf. F註rstenb告で諒

ート

÷ 

Hz. Pommern 

一←

付

十

;-，r註rnberg

Kるi口

は出席、ーは欠席

十

十十十

ム
誌
か

れ
る
こ
と
も
あ
り
、

の

在
務
は
執
行
令
の
想
定
よ
り
も
広
い
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

よ
び
議
長
職

は
マ
イ
ン

常
に
金
権
代
理
人
を
派
遣
し
て
い

こ
の
よ
う
な
帝
爵
代
表
者
会
議
は
、
表
V

に
あ
る
よ
う
に
、

ら
二
ハ

O

-96 

。
年
の
期
間
に

。
西
諸
擢
さ
れ
て
い
る
。

同
時
期
の
帝
国
議
会
の
開
催
数
九
問
よ
り
も

こ
の
当
時
最
も
頻
繁
に
間
開
催
さ
れ
て

い
た
帝
富
レ
ベ
ル

こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
出
路
状
況
は
問
時
踏
の
帝

醤
議
会
と
比
べ
る
と
大
変
に
良
貯
で
、

O 

日
出
の
関
能
の
中
で
欠
露
は
七
憐
の
み
で
あ
っ

し
か
し
な
が
ら

こ
で
注
意
す
べ
き
こ

レr
}

同日山、

の
出
産
者
は
、
そ



T
き
る

の
ほ
と
ん
ど
が
代
理
人
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
代
穏
人
出
席
の
増
加
傾
向
内
そ
当
時
の
帝
国
議
会
に
も
誰
か
に
指
摘
す
る
こ

が
、
し
か
し
な
が
ら
代
表
者
会
議
ほ
ど
で
は
な
い
。
帝
菌
議
会
が
務
畿
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
本
来
、

こ
の
よ
う
な
代
理
人
出
席

っ
て
い
た
一
方
で
、

い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ

の
場
と
い
う

み
て
、

で
き
(
針
。
こ
の
点
は
硲
闘
議
会
と
他

レ
ベ
ル
の
会
議

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
代
表
者
会
議
構
成
員
の
詞
時
期
の
帝
閣
議
会
へ
の
出
露
状
況
を
務
理
し
た

し
て
出
席
率
の
高
さ
を
揺
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
名
を
除
く

六
名
は
、

五
五
五
年
以
降
全
て
の
常
国
議
会

も
の
が
表
明
刊
で
あ
る
ο

表
口
の
第
二
一
期
間
と
比
べ
て
み
て
も
、

て
い
る
。

回
は
帝
諮
台
帳
修
正
の
た
め

れ
た
も

イ
ス
会
議
〈
M
N
a
m
沙問
W
品
目
的
片
品
)
は
、

五
年
以
降
五
回
開
擁
さ
れ
て
い
る
。
こ

間
の
罷
催
の
う
ち
四

も
う
一
つ

の
で
あ
り
、

一
五
六
七
年
八
月
に
エ
ア
ブ
ル
ト

れ
た
も
の
だ
け
が

一ブ
j
a

ス
会
議
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

一
五
ニ
一

作
成
さ
れ
た
帝
国
台
襲
の
修
正
協
議
は
、
帝
国

代
表
者
にと
よも
る に
A 
;r;;い

議の
によ
委 う
ねな
らク
れラ
てイ
い ス
たきか
。ら

まの

た
六
七
年
の

イ
ス
会
議
も
こ
の

ム
ロ
報
修
正
問
題
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る

Q

北
大
文
学
部
紀
要

bと

97 

7 

7 

100 

l守合

8 85.7 

100 

l寺舎

57.1 

100 

s 

100 

100 

100 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

表明

Kurmainz 

Kurtriぽ

Pfgf. Rhein 

Kursachsen 

Kurbrandenburg 

E主Z.むst校児ich

Burgunせ

;B諒f.Wi.別u的 u町r

Bf. Konstanz 

I制3訂f.Munster 

Hz. Bay記rn

Hz. Julich 

五z.Braunschweig 

Hz. P母mme

Lgf. Hess色

jkるtWeingarten 

Gf.F没st在住もほrg

Nurnberg 

Kδln 



近
世
ド
イ
ツ
帝
溺
額
制
に
関
す
る
一
考
察

六
四
年
に
行
わ
れ
た
執
行
費
用
の
劉
り
援
り
方
を
め
ぐ
っ

く
詳
細
な
諮
り
撮
り
の
決
定
を
ク
ラ
イ
ス
の
代
表
か
ら
な

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
帝
国
台
絞
に
関
係
す
る
問
題
は
、

ラ
イ
ス
会
議
に

ク
ラ
イ
ス
の
代
表
に
よ

る
帝
国
ク
ラ
イ

れ
る
傾
向
に
る
っ
た
こ
と

こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が

.r{ 

ま
た
帝
国
ク
ラ
イ
ス
会
議
の
出
席
者
も
語
的
に
確
定

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ

六
七
年
の

ブ

イ

お
い
て
は
、
産
前
の

帝
国
議
会
に
よ
り
、

ク
ラ
イ
ス
は
事
前
に
ク
ラ
イ
ス
会
議
を
開
催
し
、
こ
の
執
行
費
舟

握
り
に
つ
い

る
と
と
も
に
、

へ
の
出
露
者
と
し
て
ク
ラ
イ
ス
長
官
・

る
い
は
そ
の
代
理
人
で
こ
の
件
に
麟
還
し
て
い

れ
て
い

こ
の
よ
う
に

ラ
イ
ス
会
議
の
出
席
者
に
関
し
て
は
諦
か
に
法
的
な
規
定
は
な
か
っ
た
も
の
の
、

し
'ip. 

の
公
示
事
項
頼
者
の
諸
侯
お
よ
び
ク
ラ
イ
ス

し
実
鶴
間
の
出
滞
者
受
見
る
と
(
表
m
M
l
B
〉、

長
官
な
ど
の
能
職
に
あ
る
者
が
お
諾
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

、
選
帝
設
と
諮
倹
の
占
め
る
比

身
分
wm
に
見
る
と
(
表
明
間

が
商
い
こ
と
に
気
村
く
で
あ
ろ
う
。
ま

い
る
。
ク
ラ
イ
ス
間

の
人
数
比
も
ほ
ぼ
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て

四
ー
B
)
?

で
は
各
ク
ラ
イ
ス
か
ら
二
名
ず
つ

多

一
名
で
あ
る
。

一
一
般
帝
国
ク
ラ
イ
ス
会
議
は
人
数
か
ら
琵
て
も ス

表VlI-A

-98 

合

2 

16 

1571(M) 

4 

り

5 

9 

O 

2 

1567(A) 

5 

き

4 

3 

11 

l 
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W
 

表

北
大
文
学
部
紀
委

クライス 1557 (M) 1567 (M) 1561 (Al 1571 (Ml 1577 (M) 

lオーストヲア 。S加すeich

プノレグント

ク Jレ 在urmamz Kurmainz Kur昂おoz Kurm出Inz

ラ イ ン 五回予falz Kurtrier Kurpfalz Kurpfalz 

ー

Kurk品10

Kurpfalz 

オ ー パ … Kursacbsen Kursachsen Kurミachsen Kursachsen 
ザ タ セ ン Kuγbrandenburg Kurbrandenburg Kurbrandenburま Kurbr剖 d削 h町耳

Hz. Sach間 11

Hz. Pommem 

プランケン Bf. Bamberg 日f.WUrzburg Bf. WUrzburg Bf. W詰rzburg 話f可iVurzburg

Bra口denburg. Brandenbur:耳 Stadt 災urnber悲 Brandenbur宮P 持て部ldenburg

Ansbach Ansbach Ansbach Ansもach

パイエルン 日f.Passau Hz. Bayern Ebf. Salzburg EbL Salzburg 

Hz. Bayern EbL Salzbuτg Hz. Bayern Hz. Bayern 

Pfalz.J¥側burg

シュヴァー 罫f.Augsburg Mgf. Baden Hz 忘れUrttember:畠 日z.Wurttemb悶'g Hz.W州 embergI 
ベ ン Hz. WOrttemberg Abt Weingarten Bf. Au事sburg Stadt Ulm 5知dtUlrn 

Gf. F註rstenbeτ話

オ ー パ ー Bf. Speyer Bf. Worms Gf. Solms Bf. Worms 話tWorms 

イ ン P!alz・Sirnm鰐 幻 P!alz‘Sirnmern P!alz.Si罰 mern P!alz‘Simm百 n Pfalz-Simmern 

日tadt

Strassbur諒

ヴエスト!Bf.M説明te' B!. M出1ster Hz. J註1ichお 日f.Munster 罫.f.M岱nster

ファ レン Hz. ]ulich. 設 Julich. Kleve Hz. Julich. Hz、J首lichマ

Kleve Klεve Bf. Munster Kleve Kleve 

Bf. Paderborn 

Abt Sta註10

Gf. Na結晶1

S胞dtK1lln 

エ 干 ダ … Ebf. Ma諒deburg Ebf. Magdeburl! Ebf.Ma窓deburg Ebf. Magdeburg Ebf. Magdeburg 

ザ ク セ ン Stadt Sta誌を Ebf. Bremeぬ Stadt Stadt 

i¥orbausen Nordha¥油開 HZ.Jヨraunschweig. Nord註au開 n Nordhausen 

L出leburg

Hz. ~迂eeklenbur罫

Hz. Schle田Nig

99 



近
世
ド
イ
ツ
帝
国
国
制
に
関
す
る
一
考
察

他
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
会
議
と
は
規
模
が
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
が
、

ク
ラ
イ
ス
か
ら
の
出
席
者
の
数
は
や
や
ぱ
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
。
ま

た
帝
国
代
表
者
会
議
と
同
様
に
、
代
理
人
に
よ
る
出
席
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
本
人
出
席
は
僅
か
で
あ
る
。
六
七
年
の
一
般
帝
国
ク
ラ
イ

ス
会
議
に
は
、
帝
国
代
表
者
会
議
と
同
様
に
、
皇
帝
の
全
権
代
理
人
が
出
席
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
一
六
世
紀
後
半
の
帝
国
代
表
者
会
議
と
帝
国
ク
ラ
イ
ス
会
議
の
出
席
者
を
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
帝
国
代

表
者
会
議
の
構
成
員
で
帝
国
ク
ラ
イ
ス
会
議
に
全
く
出
席
し
て
い
な
い
者
は
三
名
(
ブ
ル
グ
ン
ト
・
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
司
教
・
へ
ツ
セ
ン
方

伯
)
で
あ
り
、
残
り
の
一
七
名
は
両
方
の
会
議
に
出
席
し
て
い
る
。

一
方
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
会
議
の
実
質
出
席
者
数
は
四

O
名
、
出
席
回

名
で
あ
る
。
ま
た
、
帝
国
ク
ラ

数
が
一
回
の
み
の
者
は
二
三
名
で
、
残
り
の
一
七
名
は
複
数
回
出
席
し
て
い
る
。
こ
の
一
七
名
の
う
ち
で
帝
国
代
表
者
会
議
構
成
員
は
八

イ
ス
会
議
の
み
出
席
の
一
一
一
二
名

の
同
時
期
(
表
H
第
三
期
)

帝
国
議
会
出
席
回
数
と
出
席
率

を
整
理
し
た
も
の
が
表
四
で
あ

る
。
表
明
H

と
比
べ
て
み
る
と
、

帝
国
ク
ラ
イ
ス
会
議
出
席
者
の

方
が
帝
国
議
会
の
出
席
率
が
や

や
低
く
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
会
議

に
一
回
の
み
の
出
席
者
の
帝
国 の

出席回数 出席率

Ebf. Salzburg* 7 100 

Ebf. Magdeburg* 2 28.6 

Ebf. Bremen 5 71.4 

Bf. Bamberg 7 100 

Bf. Passau 7 100 

Bf. Speyer 7 100 

Bf. Wormダ 7 100 

Bf. Augsburgネ 7 100 

Bf. Paderborn 3 42.9 

Hz. Sachsen 6 85.7 

Mkgf. Brandenburg-
7 100 

Ansbach* 

Pfalz-N euburg 6 85.7 

Hz. Wurttembergキ 7 100 

Mkgf. Baden 6 85.7 

Pfalz-Simmern * 3 42.9 

Hz. Mecklenburg 5 71.4 

Hz. Schleswig 1 14.3 

Abt. Stablo 1 14.3 

Gf. Solms 6 85.7 

Gf. Nassau 6 85.7 

Strassburg 7 100 

Ulmネ 7 100 

Nordhausen* 4 57.1 

-100 

表VlII

*は帝国クライス会議複数回出席者



議
会
出
席
率
は
さ
ら
に
低
く
な
る
傾
向
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
会
議
で
は
ブ
ル
グ
ン
ト
・
ク
ラ
イ
ス
が
一

う 貫
こし
とて
が出
で席
き し
るEて
。お

ら
ず

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
影
響
力
と
い
う
点
で
は
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
会
議
は
帝
国
代
表
者
会
議
よ
り
も
弱
い
と
言

帝
国
代
表
者
会
議
と
帝
国
ク
ラ
イ
ス
会
議
の
実
質
合
計
出
席
者
数
は
四
三
名
で
、
身
分
別
に
整
理
す
る
と
選
帝
侯
六
名
、
聖
界
諸
侯
一

四
名
、
俗
界
諸
侯
二
ニ
名
、
高
位
聖
職
者
二
名
、
伯
・
ヘ
ル
三
名
、
帝
国
都
市
五
名
で
、
選
帝
侯
と
諸
侯
で
三
三
名
、
七
六
・
七
%
の
比

率
と
な
る
。
ま
た
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
会
議
複
数
回
出
席
者
と
帝
国
代
表
者
会
議
構
成
員
の
実
質
合
計
数
は
二
九
名
で
、
選
帝
侯
六
名
、
聖

界
諸
侯
九
名
、
俗
界
諸
侯
八
名
、
高
位
聖
職
者
一
名
、
伯
・
ヘ
ル
一
名
、
帝
国
都
市
四
名
で
、
選
帝
侯
と
諸
侯
で
二
三
名
、
七
九
・
三
%

の
比
率
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
整
理
と
帝
国
議
会
の
出
席
状
況
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、

一
六
世
紀
後
半
の
「
ラ
イ
ヒ
」
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
中
心
的
な

構
成
員
と
し
て
帝
国
代
表
者
会
議
お
よ
び
帝
国
ク
ラ
イ
ス
会
議
に
出
席
し
た
約
三

O
か
ら
四

O
名
程
の
帝
国
等
族
を
想
定
す
る
こ
と
が
可

能
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
は
一
六
世
紀
後
半
の
帝
国
レ
ベ
ル
の
集
会
に
ほ
ぽ
全
て
出
席
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
中
心
的
な
構

(
詑
)

成
員
の
中
で
選
帝
侯
と
諸
侯
は
八
割
近
く
を
占
め
て
い
る
。

(
四
)

最
後
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
見
解
に
関
し
て
ご
く
簡
単
に
コ
メ
ン
ト
を
付
け
る
と
共
に
、
今
後
、
近
世
帝
国
国
制
を
考
察
す
る
上
で
重
要
と

思
わ
れ
る
点
を
指
摘
し
て
み
た
い
と
思
う
。

北
大
文
学
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近
世
ド
イ
ツ
帝
国
国
制
に
関
す
る
一
考
察

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
寸
ラ
イ
ヒ
」

へ
の
統
合
と
い
う
問
題
を
帝
国
議
会
出
席
状
況
を
判
断
材
料
と
し
て
、

一
六
世
紀
半
ば
以
降
、
低
地
ド
イ

ツ
の
帝
国
等
族
が
帝
国
議
会
に
出
席
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
事
実
を
も
と
に
、
「
ラ
イ
ヒ
L

が
宗
教
改
革
の
結
果
、
低
地
ド
イ
ツ
ま
で
拡

大
し
、
北
海
・
バ
ル
ト
海
沿
岸
ま
で
及
ん
だ
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
指
摘
は
、
「
ラ
イ
ヒ
」
を
空
間
的
に
把
握
す
る
と
と
も

に
、
宗
教
改
革
を
寸
ラ
イ
ヒ
」

へ
の
統
合
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
理
解
す
る
新
し
さ
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

「
ラ
イ
ヒ
L

の
展
開
を
一
五
世
紀
初
頭
の
帝
国
改
造
を
起
点
と
し
て
、
帝
国
の
終
意
ま
で
概
観
す
る
上
で
参
考
に
な
る
。

ま
た
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
重
視
し
た
帝
国
議
会
の
出
席
状
況
を
身
分
別
に
整
理
し
て
み
る
と
、
選
帝
侯
お
よ
び
諸
侯
の
出
席
率
の
高
さ
が

目
立
つ
。
確
か
に
伯
・
へ
ル
の
出
席
率
も
向
上
し
て
い
る
が
、

し
か
し
低
地
ド
イ
ツ
で
三
割
強
、
上
部
ド
イ
ツ
で
も
五
割
弱
に
留
ま
っ
て
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い
る
。
こ
の
よ
う
な
出
席
状
況
と
同
時
期
の
帝
国
代
表
者
会
議
お
よ
び
帝
国
ク
ラ
イ
ス
会
議
の
出
席
状
況
を
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、

具
体
的
に
三

O
か
ら
四

O
名
程
度
の
帝
国
等
族
を
一
六
世
紀
後
半
の
「
ラ
イ
ヒ
L

の
中
心
的
な
構
成
員
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で

あ
る
。
彼
ら
は
こ
の
当
時
の
「
ラ
イ
ヒ
」
の
意
思
決
定
に
参
画
し
て
お
り
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
う
低
地
ド
イ
ツ
ま
で
拡
大
し
た
「
ラ
イ
ヒ
」

は
、
事
実
上
、
こ
の
三

O
か
ら
四

O
名
程
の
帝
国
等
族
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
こ
の
内
の
八
割
近

く
を
選
帝
侯
と
諸
侯
が
占
め
て
お
り
、
「
ラ
イ
ヒ
」
は
こ
れ
ら
有
力
帝
国
等
族
の
利
害
を
反
映
し
や
す
い
体
制
の
下
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、

も
う
一
つ
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
は
、
上
部
ド
イ
ツ
の
帝
国
等
族
が
あ
ら
ゆ
る
身
分
に
お
い
て
低
地
ド
イ
ツ
の

帝
国
等
族
よ
り
も
帝
国
議
会
の
出
席
率
が
良
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
ラ
イ
ヒ
L

は
低
地
ド
イ
ツ
に
拡
大
し
た
と
は
い
え
、

そ
の
濃
度
に
お

い
て
差
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

最
後
に
、
以
上
の
よ
う
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
考
え
を
参
考
に
し
つ
つ
、
近
世
の
帝
国
国
制
を
考
察
す
る
際
に
重
要
と
な
る
点
を
示
し
て
み

ょ
う
と
思
う
。



ま
ず
、
近
世
の
帝
国
国
制
は
二
つ
の
側
面
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
は
「
ラ
イ
ヒ
」

の
側
面
で
あ
り
、
こ
れ
は
帝
国
等
族
の

自
由
を
保
障
し
つ
つ
、
帝
国
の
法
お
よ
び
平
和
を
確
保
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
帝
国
議
会
・
帝
国
ク
ラ
イ
ス
・
帝
国
最
高
法
院
と

等
族
の
寸
ラ
イ
ヒ
L

い
っ
た
帝
国
レ
ベ
ル
の
諸
機
関
が
こ
の
よ
う
な
体
制
の
重
要
な
か
な
め
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
中
で
も
と
り
わ
け
帝
国
ク
ラ
イ
ス
が
帝
国

へ
の
統
合
を
媒
介
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
討
。
ま
た
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
よ

う
な
「
ラ
イ
ヒ
」
は
領
邦
と
相
互
補
完
的
な
関
係
に
お
か
れ
、
「
ラ
イ
ヒ
」
は
帝
国
等
族
に
と
っ
て
あ
く
ま
で
も
副
次
的
な
意
義
を
認
め
ら

れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
第
二
は
、
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
レ

i
ン
制
団
体
的
な
側
面
で
あ
る
。
プ
レ
ス
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
お
い
て

は
皇
帝
の
宮
廷
を
中
心
と
し
た
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
。
皇
帝
の
有
す
る
帝
国
の
最
高
封
主
と
い
う
地
位
が

こ
の
よ
う
な
関
係
を
可
能
と
し
て
お
り
、

ま
た
同
時
に
皇
帝
は
こ
の
分
野
に
お
け
る
活
動
に
お
い
て
は
帝
国
等
族
の
干
渉
を
は
ね
の
け
る

こ
と
が
で
き
た
。
帝
国
議
会
お
よ
び
帝
国
宮
内
法
院
と
い
っ
た
帝
国
機
関
が
こ
の
よ
う
な
体
制
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
、

同
時
に
、
プ
レ
ス
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
帝
国
機
関
と
と
も
に
皇
帝
の
宮
廷
が
重
要
な
中
心
で
あ
っ
た
。

次
に
、
帝
国
国
制
の
全
体
的
な
見
取
り
図
を
描
く
た
め
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
こ
の
二
つ
の
側
面
の
一
五
世
紀
以
降
の
段
階
モ
デ
ル

を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
際
、
「
ラ
イ
ヒ
」
の
側
面
に
関
し
て
は
、
空
間
的
観
点
か
ら
三
期
に
分
け
、
皇
帝
の
側
面
に
関
し
て
は
、

そ
の
帝
国
内
で
の
地
位
お
よ
び
活
動
状
況
か
ら
同
様
に
三
期
に
分
け
、

そ
の
上
で
各
期
の
相
互
の
関
連
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
と
思
う
。

【
ラ
イ
ヒ
の
段
階
モ
デ
ル
】

第
一
期
:
:
:
一
四
一

0
1
一
五
五
五
年
、
上
部
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
た
寸
ラ
イ
ヒ
」
の
凝
縮
化
の
段
階
。

第
二
期
:
:
:
一
五
五
五

i
一
七
四

O
年、

ア
ル
プ
ス
ー
パ
ル
ト
海
・
北
海
に
い
た
る
「
ラ
イ
ヒ
」

の
段
階
。

第
三
期
:
:
:
一
七
四

0
1
一
八

O
六
年
、
西
南
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
た
「
ラ
イ
ヒ
」

の
段
階
。

北
大
文
学
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紀
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近
世
ド
イ
ツ
帝
国
国
制
に
関
す
る
一
考
察

第
一
期
は
帝
国
改
造
期
に
あ
た
り
、
帝
国
議
会
・
帝
国
ク
ラ
イ
ス
・
帝
国
最
高
法
院
と
い
っ
た
帝
国
諸
機
関
が
整
備
さ
れ
た
時
期
で
あ

る。

P
-
モ
l
ラ
フ
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
凝
縮
化
L

の
段
階
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
凝
縮
化
し
た
「
ラ
イ
ヒ
L

は
空
間
的
に
は
上
部
ド

イ
ツ
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
宗
教
改
革
の
進
展
と
と
も
に
徐
々
に
低
地
ド
イ
ツ
へ
と
広
が
り
を
見
せ
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
第
二

期
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
ま
で
の
時
期
に
当
た
り
、
空
間
的
に
低
地
ド
イ
ツ
ま
で
広
が
っ
た
「
ラ
イ
ヒ
」

戦
争
に
あ
っ
て
も
帝
国
ク
ラ
イ
ス
は
平
和
・
防
衛
の
た
め
に
活
動
し
て
お
り
、

年
帝
国
執
行
令
の
再
確
認
・
再
保
障
を
内
容
と
し
て
い
た
。

の
段
階
で
あ
る
。
三

O
年

一
六
四
八
年
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ

1
レ
ン
条
約
は
、

一
五
五
五

一
七
世
紀
後
半
に
は
こ
の
一
五
五
五
年
体
制
の
再
構
築
と
い
う
基
本
線
の
上

に
、
種
々
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
が
、
帝
国
執
行
令
が
制
定
さ
れ
た
一
六
世
紀
半
ば
と
の
情
勢
の
相
違
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
の
動

l04~ 

静
が
当
時
の
「
ラ
イ
ヒ
」
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。
そ
ん
な
中
一
六
八
一
年
の
帝
国
軍
制
を
一
つ
の
転
換
点
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
を
基
本
単
位
と
し
た
帝
国
の
常
備
軍
構
想
は
、
結
果
的
に
は
失
敗
に
終
わ
る
が
、
こ
の
帝
国
軍
制
を
通
じ
て
、

ク
ラ
イ
ス
聞
に
存
在
す
る
温
度
差
と
い
っ
た
も
の
が
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
領
邦
単
位
で
常
備
軍
の
組
織
化
が
進

み
つ
つ
あ
っ
た
北
ド
イ
ツ
地
域
で
は
、

ク
ラ
イ
ス
を
単
位
と
し
た
常
備
軍
構
想
を
も
は
や
受
け
入
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た
一
方
で
、
中
小

領
邦
が
割
拠
し
た
ま
ま
の
西
南
ド
イ
ツ
地
域
で
は
事
情
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
こ
の
頃
か
ら
寸
ラ
イ
ヒ
」
は
空
間
的
に
徐
々
に
西
南

ド
イ
ツ
地
域
へ
と
縮
小
し
て
い
く
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
台
頭
が
こ
の
傾
向
に
拍
車
を
加
え
る
こ
と
と
な
る
。

第
三
期
は
こ
の
よ
う
に
西
南
ド
イ
ツ
地
域
に
縮
小
し
た
「
ラ
イ
ヒ
L

の
段
階
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
プ
ロ
イ
セ
ン
と
い

う
強
固
の
中
に
あ
っ
て
、
西
南
ド
イ
ツ
の
帝
国
等
族
は
「
ド
イ
ツ
的
自
由
」
を
強
調
し
、
寸
純
粋
の
ド
イ
ツ
L

と
称
し
て
そ
の
存
在
の
保
障

を
「
ラ
イ
ヒ
」
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。



【
皇
帝
の
段
階
モ
デ
ル
】

第
一
期
:
:
:
一
四
一

0
1
一
五
五
五
年
、

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
周
辺
性
の
確
定
の
段
階
。

第
二
期
:
:
:
一
五
五
五

1
一
六
七

O
年
頃
、
帝
国
最
高
封
主
と
し
て
の
活
動
の
段
階
。

第
三
期
:
:
:
一
六
七

O
頃

1
一
八

O
六
年
、

レ
ー
ン
関
係
の
強
化
、
皇
帝
の
地
位
の
強
化
、

ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
国
化
の
段
階
。

第
一
期
は
「
ラ
イ
ヒ
L

と
同
じ
帝
国
改
造
期
に
あ
た
る
。

一
四
三
八
年
の
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
二
世
の
国
王
即
位
以
降
、

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家

の
皇
帝
が
続
く
こ
と
と
な
る
。
ま
た
こ
の
時
期
、
皇
帝
は
ド
イ
ツ
を
不
在
に
す
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
こ
と
が
当
時
の
帝
国
改
造
の
進
展

に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
。
ま
た
、

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
内
部
で
分
散
し
て
い
た
所
領
は
、

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
下
で
徐
々
に
ま
と

め
あ
げ
ら
れ
、

そ
の
子
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
期
に
は
帝
国
有
数
の
規
模
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
所
領
は
帝
国
の
東
方
に
偏
り
、

カ

ル
五
世
の
帝
国
中
核
地
域
へ
の
進
出
も
失
敗
に
終
わ
り
、

ハ
プ
ス
プ
ル
ク
家
の
帝
国
周
辺
性
が
確
定
す
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
指
摘
し
て
い
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た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
今
後
の
ド
イ
ツ
の
歴
史
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
期
と
第
三
期
は
い
ず
れ
も
帝
国
の
最
高

封
主
と
し
て
の
一
面
が
目
立
つ
段
階
で
あ
る
が
、

一
六
七

O
年
噴
に
区
切
り
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
頃
を
境

に
し
て
、
皇
帝
の
宮
廷
で
は
明
確
に
レ

i
ン
関
係
お
よ
び
皇
帝
の
地
位
を
強
調
す
る
傾
向
を
見
せ
始
め
る
。
第
二
期
で
は
調
停
や
仲
介
を

中
心
と
す
る
活
動
が
目
立
っ
て
い
た
が
二
六
七

O
年
頃
よ
り
徐
々
に
最
高
封
主
と
し
て
の
権
限
の
再
活
性
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

例
え
ば
、
当
時
の
「
歴
史
研
究
L

に
よ
り
「
ヴ
ォ
ル
ム
ス
協
約
が
再
発
見
」
さ
れ
、
司
教
選
挙
に
お
け
る
皇
帝
臨
席
権
お
よ
び
最
終
決
定

権
が
強
調
さ
れ
て
い
話
。
こ
の
点
は
皇
帝
の
選
挙
使
節
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
料
、
他
に
も
身
分
上
昇
政
策
、
様
々
な
分
野

で
の
儀
式
化
、

そ
の
中
で
の
皇
帝
の
最
高
封
主
の
地
位
の
可
視
的
表
現
の
強
調
に
こ
れ
ら
一
連
の
傾
向
が
知
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

傾
向
と
軌
を
一
に
し
て
、

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
所
領
内
の
絶
対
主
義
化
が
進
行
し
、

い
わ
ゆ
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
固
化
し
て
い
く
こ
と
と

北
大
文
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な
る
。こ

の
よ
う
な
「
ラ
イ
ヒ
L

モ
デ
ル
を
そ
の
相
互
の
諮
問
係
と
い

で
考
え
て
み
る
と
、

一
議
に
お
い
て
は
、

凝
縮
化

ー
ラ
イ
ト
ど
か
ら
排
除
さ
れ
る
慨
向
に
あ
っ
た
が
、

の
段
階
に
お
い
て
は
、

と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
、
「
ラ
イ
ヒ

に
関
係
を
持
つ

と
が
認
め
ら
れ
て
い
っ

そ
し
て
こ
の
両
者
の
微
妙
な
ま
た
絶
妙

の
あ
り
方
が
第
一
一
期
の
特
色
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
六
世
紀
末
か
ら
一
ニ

O
年
戦
争
が
終
わ
る
一
七
世
紀
半
ば
顎
め
問
、
宗
派

間

い
の
難
色
に
よ
り
帝
国
が
機
能
不
全
に
陥
っ
た
こ
と
が
一
般
に
指
揮
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

「一フ
J
g
ヒし

の
あ
り
方
諮
問
題
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

理
由
は
、
宗
派
化
の
問
題
に
よ
る
帝
国
等
綴
簡
の
争
い
の
激
化
と
い
う
よ
り
、
む
し

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
お
い
て
は
コ
フ
イ
ヒ
」
と
皇
帝
と

に
諮
っ
た
の

で
あ
り
、

そ
の

に
あ
っ
た
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の
あ
り
方
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
帝

い
う
ニ
つ
の
儲
聞
に
関
わ
る
機
需
が
機
能
不
全
に
諮
っ
た
と
考
え
る
こ

で
き
る
よ
う

る
。
帝
語
ク
ラ
イ
ス
・
帝

匿
最
高
法
院
・
菊
鶴
代
表
者
会
議
と
い
っ
た
「
ラ
イ
ヒ
L

の
側
面
に
羅
す
る
機
関
が
こ
の
時
期
に
胃
様
な
機
能
不
全
に
結
っ
て
い
た
の
か

ど
う
か
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

ヒ
」
と
皇
帝
と
の
関
係
の
あ
り
方
と
い

興
味
深
い
事
例
が
、

七
註
紀
後
半
の
様
々
な
誇
盟
や
ク

て
、
帝
関
等
接
は
こ

ラ
イ
ス
趨
合
で
あ
る
。
自
己
の
カ
だ
け
で
は
解
決
を
図
れ
な
い
あ
る
い
は
対
応
で
き
な
い
ケ

1
ス

な
同
盟
や
連
合
を
結
成
し
て
い
る
。
こ
こ
で
問
盟
と
ク
ラ
イ

い
う
こ
つ
の
手
段
の
聞
に
ど

い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
等
複
雑
な
需
勢
を
考
慮
に
入
れ
て
趨
々
の
事
例
そ
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
全
体
的
な
績
向
と
し
て
次
の
よ
う
な

ご
と
を
揺
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

の
間
四
ら
か
の
敵
対
関
係
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
恕
す
る
よ
う
な
関
係
が
想
定



さ
れ
る
場
合
、
帝
国
等
族
は
ク
ラ
イ
ス
で
は
な
く
同
盟
と
い
う
手
段
を
取
り
、
皇
帝
の
後
援
あ
る
い
は
皇
帝
と
の
非
敵
対
的
な
関
係
が
想

定
さ
れ
る
よ
う
な
ケ

I
ス
で
は
、

ク
ラ
イ
ス
あ
る
い
は
ク
ラ
イ
ス
連
合
と
い
う
手
段
を
取
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も

「
ラ
イ
ヒ
」
と
皇
帝
の
微
妙
な
関
係
の
あ
り
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
「
ラ
イ
ヒ
L

は
決
し
て
皇
帝
と
無
関
係
に
存
立
す
る
よ
う
な
も
の
で

は
な
く
、
皇
帝
に
明
確
な
形
で
権
限
を
認
め
て
い
な
い
と
し
て
も
、
皇
帝
の
存
在
を
度
外
視
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、

皇
帝
と
敵
対
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
ケ

l
ス
で
は
ク
ラ
イ
ス
と
い
う
帝
国
機
関
を
使
わ
ず
、

い
わ
ば
非
帝
国
機
関
で
あ
る
同
盟

と
い
う
手
段
を
と
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
皇
帝
も
同
様
に
「
ラ
イ
ヒ
」
な
し
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
当
時
の
対
ト
ル

コ
戦
争
援
助
の
例
を
見
て
も
、
「
ラ
イ
ヒ
」
と
の
関
係
が
な
け
れ
ば
存
在
し
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
、
「
ラ
イ
ヒ
L

は
皇
帝
と
の
関

係
を
切
っ
て
自
ら
の
力
だ
け
で
存
立
す
る
と
い
う
試
み
に
欠
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
皇
帝
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
「
ラ
イ
ヒ
」
と
の
関

こ
の
よ
う
に
「
ラ
イ
ヒ
」
と
皇
帝
と
の
関
係
を
問
題
に
す
る
場
合
、

プ
レ
ス
が
指
摘
し
た
皇
帝
の
宮
廷
を
中
心
と
し
た
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
1
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係
を
切
っ
て
新
た
な
体
制
を
作
ろ
う
と
す
る
試
み
に
欠
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
試
み
は
幾
度
か
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

結
局
失
敗
に
終
わ
り
、
両
者
の
微
妙
な
ま
た
絶
妙
な
関
係
が
保
た
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ク
と
い
う
問
題
が
重
要
と
な
る
。
と
り
わ
け
帝
国
代
表
者
会
議
と
帝
国
ク
ラ
イ
ス
会
議
で
顕
著
で
あ
っ
た
代
理
人
出
席
の
問
題
が
こ
れ
と

密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
代
理
人
出
席
の
傾
向
は
帝
国
議
会
に
お
い
て
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、
特
に
一
七
世
紀
後
半
に
帝
国
議
会
が

永
久
帝
国
議
会
化
す
る
と
、
帝
国
議
会
も
ま
た
代
理
人
・
使
節
会
議
の
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
帝
国
レ
ベ
ル
の
集
会

が
代
理
人
や
使
節
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

い
っ
た
い
帝
国
等
族
は
ど
の
よ
う
な
場
で
互
い
に
接
触
を
と
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
プ
レ
ス
が
言
う
皇
帝
の
宮
廷
の
持
つ
意
義
が
重
要
視
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
皇
帝
の
宮
廷
が

皇
帝
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
帝
国
等
族
相
互
の
接
点
と
も
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

北
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前
述
し
た
帝
国
国
制
の
二
つ
の
側
面
に
関
し
て
最
後
に
付
言
す
る
な
ら
ば
、
「
ラ
イ
ヒ
」
の
側
面
は
あ
る
程
度
制
度
化
さ
れ
た
体
制
の
下

に
あ
り
、
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
代
理
人
・
使
節
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
な
状
態
に
あ
っ
た
一
方
、
皇
帝
の
側
面
で
は
人

的
関
係
が
重
要
で
あ
り
、
儀
式
を
執
り
行
う
こ
と
や
皇
帝
と
帝
国
等
族
あ
る
い
は
ま
た
帝
国
等
族
同
土
が
実
際
に
会
う
こ
と
が
重
要
な
意

味
を
持
ち
続
け
た
。
近
世
の
帝
国
国
制
は
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
側
面
が
そ
れ
ぞ
れ
に
機
能
す
る
と
と
も
に
、

ま
た
互
い
に
そ
の
時
そ
の
時

の
状
況
に
応
じ
て
様
々
な
関
係
の
取
り
方
を
し
つ
つ
推
移
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

註

(
1
)

現
在
の
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
界
で
は
、
二
ハ
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
い
た
る
時
代
を
「
近
世
」

(
F
F巾
Z
E
N色
丹
)
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
が
一
般

的
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
一
九
五

0
年
代
に
作
ら
れ
た
造
語
で
あ
り
、
当
初
は
「
近
世
の
」
(
片
足
E
Z
E
N
m
F
同
B
E
E
N色
丹
]
山
口
町
)
と
い
う
形
で
使
用
さ
れ

て
い
た
。
一
九
七

0
年
代
に
な
っ
て
「
近
世
L

が
使
わ
れ
始
め
、
現
在
に
お
い
て
は
そ
れ
ま
で
一
六
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
を
指
し
て
い
た
「
近
代
」
に
と
っ
て

替
わ
っ
て
こ
の
「
近
世
L

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
直
訳
す
れ
ば
「
初
期
近
代
し
と
な
る
が
、
寸
近
世
」
と
い
う
言
葉
で
こ
れ
を
表
現
す
る
こ

と
が
現
在
の
わ
が
国
に
お
い
て
も
一
般
に
定
着
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
出

-
z
g町
田
己
少
口
出
回
何
色
岳
山
口
門
田
町
円
内
叶
C
E
巾ロ

Z
E
N巾
】
?
宮
口
ロ
ロ
『
河
口

s
s
w
ω
・印由同・

(
2
)

〈
司
吋
巾
印

F
U間
的
問

α
5
2
n
v
'
O
E
M
g円
『
巾
同
巳
ロ
ゲ
・
|
|
何
日
口
問
)O}注
目
nF巾∞

ω可色白
B
-ロ
〈
巾
『
p
m
mロ
ロ
問
中
口
口
己
印
CNH白-岡巾印ロ
E
n
E
]
H門
町
内
門
司
『
山
間
町
田
仲
巾
ロ
ロ
ロ
mwHD-

ω℃巾
N-丘町
o
g
n
y
z口
問
ロ
ロ
門
つ
の
巾
回
目
白
仲
間
巾
印
岳
山
口
庄
内
3

・
回
目
円
省
庁

-mZHH仏
宮
丘
町
oa巾
ロ
守
山
間
巾
ロ

N己
『
の
巾
mnF-nyg
己
R
H
E
F
B
Z
E
N巾
戸
冨
ロ
ロ
ny巾
P
宵
印
肉
〈

の
同
ハ
ロ
ロ
問
巾
ロ
巳
巴
ロ
¥
国

-
T
H
R
W
S∞N
・
こ
の
「
政
治
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
帝
国
」
に
関
し
て
は
、
わ
が
国
で
は
渋
谷
聡
氏
に
よ
っ
て
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

渋
谷
聡
「
近
世
ド
イ
ツ
帝
国
の
等
族
制
集
会
」
(
『
西
洋
史
学
』
第
一
七
二
号
、
一
九
九
四
年
)
。

(3)

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
学
位
論
文
は
、
一
五
・
二
ハ
世
紀
の
都
市
会
議
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
教
授
資
格
取
得
論
文
は
ヴ
エ
ツ
テ
ラ
ウ
の
伯
に
関
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
。
・

ω
n
F
B広
F
U
R
ω
g舎
巾
g
m
Z
仏
R
H
N
g
n
F印
4
2
p
g己
ロ
向
田
口
巾

C
E
R∞
znFCロ
m
N
C門
ro号
。
可
山
門
町
〈
巾
ロ

HUO]】
巴
内
己
負

m，
5
Zロ
ロ
ロ
仏

軍
n
Z丸
山
岳
巾

H
E
巳

q
3
5
国
回
日
常
巾
仏
巾
印
同
町
・
]
田
町
門
甘
口
口
仏
内
『

Z
.
2
5
m同叶門
H

由
主
巳

3
・
ロ
巾
円
巧
皇
角
田
口
句
。

E
S
Z
E
E
-
。
叶
開
山
口
町
田
片
岡
O
ロ
ロ
ロ
己

旬
。
ロ
円
安
巳
ロ
巾
『
河
巾
-
n
z
r
R
u
o
g
z
oロ
Nd〈目的
n
F
g
閉耐え
C円
自
同
巳

Cロ
ロ
ロ
仏
者
向
由
民
注
目
印
口
町
巾
ロ
司
コ
包
巾
P
呂
田
号
ロ
吋
間
早
∞
∞
・
本
稿
で
紹
介
す
る
論
文
は
以
下
の
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近
世
ド
イ
ツ
帝
国
国
制
に
関
す
る
一
考
察

(8)

の・

ω円
F
B
E
F
T広
岡
吋
由
民
O
ロ
ロ
ロ
仏
関
丘
町
田
位
。
口
問

-
E巾『戸口問一
w
∞
回
同
∞
円
ま
た
こ
の
ク
ラ
イ
ス
の
執
行
軍
に
関
し
て
は
、
〉
・

ω円
げ
白
色
己
巾
♂
ロ

R

Z
H
E巾コ
Z
E
m
n
F
者
向
由
民
間

--mnymH内
5
2
5
5目』同町円
V
E
P
H
F
ロ
ロ
白
色
仏
O
え

Hug-ω
由

C
H
S
参
照
。

(
9
)

の

ω円
U
B
S
F
H
)巾
5
2
E釦
ロ
己
即
日
回
目
間
一
-
ロ
ロ
己

R

Z
巾己

N白日同
-HNanF印・
ω仲間山門

ZHM仏
間
三
宮
門
口
白
昨
日

Cロ
己
ロ
河
内
円
}
井
戸
ロ
己
河
巳

n
y
-
B
N
S
S
P
R
門山内吋

同耐え
o口
出
回
丘

C口
一
司
町
田
g
n
yユ
伴
内
己
『
図
。
吋
回
同
何
回

-
u
p
y
g問・〈
-
h
・河

C]-w
明叶出口}内内
ZH
門
Hug-

(
叩
)
の

ω
n
F
B
E
F
U
E
g
n
F
E
D己
白
百
回
巾
m
B口
広

2
2
2
N
m
p
ω
・見回

(
日
)
の
・

ω円
F
5
E
F
ロ
2
門
印
門
医
回
口
門
目
白
同
出
回
目
町
一
ロ
ロ
仏
R
Z
E
N
a
?
ω
H∞・

(
ロ
)
帝
国
台
帳
に
関
し
て
は
、
拙
著
『
近
世
ド
イ
ツ
国
制
史
研
究
ヘ
八
六

1
九
八
貰
参
照
。
史
料
と
し
て
は

ρ
5
-
-
B
2
5
〈

q
P
8
5問
g
a
s
-凹
B
5
r
m

出
合
口
問
自
問

α
B
U
n
F
g
刃
包

ny巾回一
0
2
g
n
F
q
Z出片山。ロ

E
S
l
g
g
云
am'
〈
出
・
回
目
。
同
B
E
P
H
)同門吉田片山門

r
s芯
を
利
用
し
た
。
こ
の
数
字
は
あ
く

ま
で
も
帝
国
レ
ベ
ル
の
会
議
の
出
席
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
整
理
し
た
数
字
で
あ
る
。
例
え
ば
、
選
帝
侯
で
は
こ
の
当
時
国
主
選
挙
以
外
の
帝
国
レ
ベ
ル
の

会
議
へ
の
出
席
を
免
除
さ
れ
て
い
た
ベ

l
メ
ン
王
を
除
外
し
て
六
名
と
し
て
い
る
。

(
日
)
帝
国
議
会
は
一
五
世
紀
末
よ
り
三
部
会
制
(
選
帝
侯
・
諸
侯
・
帝
国
都
市
)
を
と
り
、
選
帝
侯
部
会
お
よ
び
諸
侯
部
会
の
部
会
審
議
中
心
に
議
事
が
進
行

し
た
。
一
六
世
紀
前
半
に
は
部
会
の
枠
を
超
え
た
委
員
会
制
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
部
会
制
に
と
っ
て
替
わ
る
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
同
・

〉
色
宙
開
巾
F
口
出
回
虫
正
巳

gHNm-ny印
g
m
g
-
B
5・
』
国
}
戸
『
}
凶
ロ
ロ
己
目
立
・
∞
巾
同
門
司
山
間
巾

NC
四
日
ロ
巾
門
司
℃
。
]
。

m-mnFm門
戸
〉
口
町
二
百
巾
田
口
町
ロ
岳
山

n
E円
ロ
ロ
仏

EE--円
F
R

CEm--gu(UOE口
問
巾
ロ
忌
∞

C一
石
田
光
義
寸
身
分
制
議
会
と
し
て
の
帝
国
議
会
」
(
『
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
雑
誌
』
一
三
六
号
、
一
九
九
三
年
)
、
渋
谷
聡

寸
近
世
ド
イ
ツ
帝
国
議
会
の
席
次
規
定
と
国
制
構
造
L

(

『
神
戸
大
学
史
学
年
報
』
第
一
三
号
、
一
九
九
八
年
)
、
拙
著
『
近
世
ド
イ
ツ
国
制
史
研
究
』
一
一
七

1
一

六
三
頁
。

(
比
)
上
部
ド
イ
ツ
と
低
地
ド
イ
ツ
の
区
別
は
、
今
回
は
便
宜
上
、
ク
ラ
イ
ス
に
よ
っ
て
分
け
た
。
上
部
ド
イ
ツ
の
ク
ラ
イ
ス
と
し
て
、
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ン
・
シ
ユ

ヴ
ァ

l
ベ
ン
・
バ
イ
エ
ル
ン
・
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ク

1
ル
ラ
イ
ン
、
低
地
ド
イ
ツ
の
ク
ラ
イ
ス
と
し
て
は
オ
ー
バ
ー
ザ
ク
セ
ン
・
ニ

l
ダ
l
ザ

ク
セ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ

l
レ
ン
・
ブ
ル
グ
ン
ト
と
し
た
。
ま
た
、
選
帝
侯
は
こ
の
区
分
か
ら
除
外
し
て
い
る
。

(
日
)
河
〉
己
目
口
問
巾

F
口
白
印
∞
ニ
己
岳
山
由
同
色
口
町
田
片
山
間
巾
1
5
5
』
同
町
門
町
己
口
仏
巾
3
・
∞
巴
可
問
問
巾

N
z
gロ
巾
円
守
司

o-om山
田
口
町
内
川
口
〉
ロ
包
可
凹
巾
印

ny立
洋

--ny巾
吋
ロ
ロ
己

E
Eロロげ巾吋

ρ
己巾】}巾
P
の
α
3
5
m
g
H
u
g
-
ω
・
ω印∞
lω
三
・
こ
の
一
一
一
か
ら
八
二
年
の
期
間
に
は
こ
の
他
に
一
五
二
二
/
二
三
年
と
四
六
年
の
二
回
が
あ
る
が
、
ア
ウ
リ
ン

ガ

l
が
史
料
上
の
問
題
か
ら
こ
の
出
席
者
を
確
定
し
て
い
な
い
。
八
二
年
以
降
で
は
九
四
年
と
九
七
/
九
八
年
に
帝
国
議
会
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
一
五
二
一

-110 



年
以
降
の
一
六
世
紀
の
務
題
談
会
の
欄
開
催
数
と
し
て
は
二
八
回
と
な
る
。
ま
た
ア
ウ
リ
ン
ガ

i
は
、
出
席
を
や
本
人
出
席
と
代
理
人
出
席
と
に
渓
併
出
し
て
い
る
。

こ
の
区
別
山
以
後
述
す
る
よ
う
に
議
委
な
緩
味
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
淡
ー
に
お
い
て
は
問
者
会
合
わ
せ
た
数
字
を
出
し
て
い
る
。

〈
吋
均
〉
低
地
ド
イ
ツ
の
滋
界
諸
侯
が
第
三
期
に
下
が
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
統
計
の
取
り
方
の
問
題
で
、
世
俗
化
に
よ
り
分
母
数
、
が
滋
少
し
た
こ
と
を
考
慮
し
て

い
な
い
た
め
と
思
わ
れ
る
。

(
げ
)
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
同
盟
は
由
周
知
の
よ
う
に
、
一
五
一
二
一
年
二
月
に
シ
ユ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
に
お
い
て
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
結
成
時
の
参
加
者
は
一

八
名
で
、
低
地
ド
イ
ツ
の
綴
谷
派
諸
侯
、
佑
お
よ
び
綴
市
と
上
部
ド
イ
ツ
の
機
資
派
都
市
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
三
一
向
也
恒
の
新
規
加
入
が
み
り
、
全
体
と
し
て
は

部
九
名
の
参
加
者
だ
っ
た
と
努
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
之
の
mm
九
名
の
参
加
者
の
中
に
は
帝
国
議
会
に
出
席
す
る
資
格
密
殺
し
て
い
な
い
者
も
含
ま
れ
で
お

り
、
表

mは
こ
の
間
九
名
の
う
ち
の
試
帝
国
談
会
出
席
資
格
を
有
し
か
っ
出
総
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
あ
る
二
六
名
そ
ま
と
め
た
も
の
マ
あ
る
。
シ
ュ
マ
ル
カ
セ
ア

ン
問
削
血
に
関
し
て
は
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。
石
引
、
正
常
ゆ
っ
シ
ユ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
間
燦
の
成
立
に
つ
い
て
」
へ
明
資
山
学
院
女
子
短
鶏
大
学
総
繋
μ

第
三

O
娼料、

一
九
七
六
年
コ
岡
山
匂
喜
一
白
P
O
S
M
W同外的門
Y
2
2拘
仏
2
2
Y言
問
山
富
山
仏
知
的
n
v
g

∞5
ふ
冊
目
ロ
ロ
ハ
凶
お
山
口
々
〈
2
p
g
z
H
M斡

Z
N品
¥
8
1
M
m
u
H
b
p
J
2玄口問由叫
M
M
g
N
U

U
一巾出
g
n
r
g印
路
弘
之

O
U
凸
同
ふ
さ
g
n
y巾
コ
出
作
ぽ
円
以
同
日
付
知
広
山
由
n
F
3
3
m同門ば出門知拘タ一目、叶
a
z
w
y
g問・

4eMW-M吋知山
U

日出口・ペ「ロ
σ山
口
拘
き
お
叩
ψ¥AW06

〈
ゆ
凶
〉
選
殺
後
、
上
部
ド
イ
ツ
般
財
界
務
侯
お
よ
び
低
地
ド
イ
ツ
術
関
孫
市
は
い
ず
れ
も
サ
ン
プ
ル
数
が
一
名
で
あ
り
、
淡
H
U

と
の
比
較
に
は
適
当
な
数
字
で
は
な

B
V
 

〈
川
川
〉
向
盟
会
議
が
務
閣
議
会
に
あ
わ
せ
て
閣
僚
お
れ
て
い
た
と
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
見
解
に
つ
い
て
、
同
照
会
議
の
開
催
状
況
を
現
夜
祭
だ
そ
の
一
部
し
か
確

認
で
封
切
で
い
な
い
。
他
日
令
官
期
し
た
い
。

(
泌
)
表
N
か
ら
淡
開
聞
は
、
ノ
イ
ハ
ウ
ス
が
作
成
し
た
表
も
と
に
し
て
作
成
え
切
れ
て
い
る
。

z
・
2
2
z
g
w
M
N内

W
W草
加
紅
白
己
目
的
行
宮
町
内
議
吋
抑
制
巾
え

5
5
5同OH13雲
町
出

州出・し川知げ吋
}M52門TM吋け
w間

WA山吋一山口

gmwNW
的・日出品
i
g
H
・

(
出
合
引
税
額
代
後
者
会
議
の
研
究
し
」
し
で
は
、
妻
初
)
の
/
イ
ハ
イ
ス
の
研
究
以
外
に
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
口
実
宮
内
芝
公
言
主

0
5仲間間

2
4
5
5
m

同
日
∞
タ
宮
山
『
σ・
4
e
Jウ
向
付
与
田
口
芦
。
口
円
円
山
口
縄
問
H
M
M
S品一認・

ω門
町
口
三
円
ぬ
凸
F
U
2
M
Nゆ
{
門
官
円
山
岳
口
付
丸
山
CHM的
仲
間
間
以
印
m
l
g
g
-
冨
雪
印
丹
市
吋
阿
ゆ
ゆ
岱
象

〈
幻
〉
六
五
条
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
な
お
執
行
令
の
内
容
に
附
附
す
る
記
述
に
艇
押
し
で
は

z
A
m
L

を
聞
用
い
る
が
、
そ
の
綴
母
は
前
述
の
プ
ッ
シ
ュ
マ
ン
の
史
料
集

に
依
拠
し
て
い
る
。
な
お
前
述
の
宗
教
平
和
の
記
述
に
お
い
て
は
プ
ラ
ン
グ
ィ
お
よ
び
永
田
氏
の
条
数
と
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
「
文
節
」
を
思
い
た
。
〉
R

W
C
油口
7
3島
HHEW
町
内
弘
前
侍
吋
必
ロ
仏
間
a
n
y
w
m出・日品
mT

北
大
文
学
部
紀
要

111 



近
世
ド
イ
ツ
帝
悶
磁
縦
に
関
す
る
一
考
察

(
お
}
一
一
点
五
五
年
帝
国
執
行
令
明
、
は
、
構
成
員
の
名
前
が
具
体
的
に
記
さ
れ
、
そ
の
怨
人
に
出
席
資
絡
を
与
え
ら
れ
た
と
怒
解
す
る
こ
と
も
可
能
マ
あ
っ
た
が
、

一
五
五
九
年
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
は
、
U
A
}
九
年
に
資
絡
を
与
え
ら
れ
た
衡
の
身
分
に
そ
の
資
格
そ
翻
策
し
た
。

Z
2巾
FMEdhC山山悼仲間民ー円特命可申
ω
E
M阿MMt

日
む
か
院
内
凶
作
吋
同
a
n
y
m
y〉
σ
∞n
E
5
b持活

M
切内凶作・

7
吋間関
'
4
・一
-
H
・
ωnyMMM信
添
加
俊
民
・
ハ
リ
}
〕
吋
一
広
岡
山
口

JH'ωmunr持詰ぴ叩『問岨同り】
1
2
3
r
Z円
門
口
弘
J
F
X出
RUY込門戸
Hnr・合的叫同知ぴ吋門
Mnw

sm吋
wgw印

0

・m

W

M

吋
申
門
司
ま
た
一
五
七

O
年
シ
ュ
パ
イ
プ

l
潟
市
盟
議
会
で
の
問
。
仙
の
添
加
の
理
由
凶
弘
、
構
成
段
閥
会
殺
し
て
い
な
か
っ
た
ニ
ク
ラ
イ
ス
に
新
た

に
割
り
鶏
て
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
表

w
i
n
b
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
オ
ー
パ

i
dツ
ク
セ
ン
と
シ
ー
ヴ
ァ

i
ベ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
か
ら
も
各
一
名
追
加
し
て
い
る
。

む
含
問
包
各
部
門
担
問

N
c
m志
百
『
誤
認
λ
v
g手
・
〈
冨
・
円
し
き
な
詩
句
"
の
伊
丹
江
口
開
昂
コ
辺
∞
∞

wj吋
p
p

刷

N
P
ω
H
N
H匂

〈
例
的
)
帝
国
執
行
令
〈
六
五

1
六
八
条
〉
に
よ
れ
ば
、
被
脳
代
表
者
会
議
の
任
務
は
、
五
個
の
ク
ラ
イ
ス
の
栂
友
協
力
で
対
処
で
き
な
い
規
模
mw
務
件
へ
の
対
応

を
協
議
す
る
こ
と
に
あ
る
。
〉
-
H
w
g
n
y夜間口吋
Y
Mハ
包
括
吋
ロ
コ
円
四
河
内
向
n
y
m
-
民間内・

(
叫

ω)

務
臨
議
会
の
儀
式
、
交
誌
の
場
と
し
て
の
重
要
牲
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
参
務
。
〉
-
M
Y
F
C
2巾
ロ
ゲ
常
警
F
P
W山岳部℃
C
ロ
c
r
s民
間
色
各
部
門
知
ぬ
口
五
三

聞
内
田
ユ
〈
-
一
司
03μ

開

WHMN巾
口
々
と
再
出
む
三
洋
一
部
-ny巾口同阿部
MM応出}ロタ

5
一
〉
口
問
仏
町
山
門
〉
吋
ぴ
刊
日
付
加
H日仏昂
HMHN巳
n
y的仲間開巾阿
MCHM門
舟
『
同
内
弘
前
部
門
烈
知
ユ
く
よ

Y
訪
問
・
〈
・
門
戸

HLC汁出ゅ

の
O
円以お均時間
M
M
ゆ
怒
一
切
・

ω
門O
}
}
ぴ昂
H
m
門丸山円山ぷ刷会
-
N
R
2
0
3
E
-
即日開制}丸山川町田
n
F
2
〈
R
2
7
3
p

河内凶
HH相判。吋門山口
Z
Z
偶
広
口
仏
対
知
添
加
制
閉
山
仲
門
町
山
仲
間
宮

ω
q
c
r
Z吋m
q
w
a

川
口
即
日
刊
門
凶
器
門
叶

5
3
2
N岳
山
山
内
げ
拍
手
吋
出
n
y
z芸
-
吉
一

N
附阿川りお

av忠
実

g
s
b

(
お
)
一
五
一
一
一
年
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
帝
国
議
会
で
作
成
さ
れ
た
諸
国
ム
口
綬
減
、
殺
初
か
ら
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
そ
の
修
悲
の
必
奴
性
は
作
成
直
後
か
ら

形
図
鑑
押
艇
の
開
削
で
認
識
さ
れ
て
い
た
。
命
線
お
よ
び
修
正
問
題
に
関
し
て
は
、
拙
著
『
近
世
ド
イ
ツ
閣
制
史
研
究
b

七
一
…
一
夜
以
下
参
照
。

〈
幻
)
一
五
六
七
年
に
グ
ル
ン
バ
ッ
ハ
に
対
す
る
帝
国
側
執
行
策
が
組
織
さ
れ
、
何
年
間
月
の
グ
ル
ン
パ
ツ
ハ
の
死
に
よ
っ
て
完
了
し
た
。
こ
の
執
行
費
用
に
慢
し

て
こ
の
後
…
五
七

O
年
期
市
密
議
会
ま
で
後
め
る
こ
と
と
な
る
。
結
審
『
近
役
ド
イ
ツ
密
制
史
研
究
恥
ニ

o
m一
員
以
下
参
獄
。

(
m
品
〉
八
月
一
日
に
予
定
さ
れ
た
彩
溺
ク
ラ
イ
ス
会
議
は
、
タ
ラ
イ
ス
災
官
と
補
佐
官
あ
る
い
は
そ
の
代
理
人
で
こ
の
件
に
機
滋
し
て
い
る
一
綴
間
協
が
耕
般
家
っ
て
、

執
行
費
用
に
つ
い
て
の
協
議
を
行
う
と
さ
れ
て
い
る
。
閉
山
〉
ロ
円
u

明日

ωzaw
戸
訴
え
・

(
明
日
)
ク
ラ
イ
ス
内
部
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
総
議
明
近
世
ド
イ
ツ
潟
斜
史
研
究
お
一
九
五

i
一
九
九
資
参
照
。
各
ク
ラ
イ
ス
の
公
糸
惑
項
担
当
の
籍
後
は
持
代

に
よ
り
繁
子
の
相
違
が
留
地
ら
れ
る
が
、
一
六
世
紀
後
年
に
お
い
て
は
以
下
の
通
り
。
ク
ー
ル
ラ
イ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
は
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
〈
俗
界
の
公
一
部
事
項
担

当
諸
侯
は
な
し
て
オ
ー
バ
ー
ザ
ク
セ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
は
ザ
ク
セ
ン
大
公
〈
怒
弊
の
公
示
事
項
担
当
諸
侯
は
な
し
て
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
は
パ
ン
ペ
ル
ク

司
教
と
プ
ラ
ン
吋
ア
ン
プ
ル
ク
辺
境
伯
、
バ
イ
エ
ル
ン
・
ク
ラ
イ
ス
は
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
司
教
と
バ
イ
エ
ル
ン
大
公
、
シ
ュ
グ
ァ

l
ペ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
は
コ
ン
ス
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タ
ン
ツ
…
司
教
と
ヴ
コ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
大
公
、
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ン
-
ク
ラ
イ
ス
は
ヴ
ォ
ル
ム
ス
司
教
と
フ
ア
ル
ツ
笠
間
中
伶
、
ヴ
ェ
ス
ト
ブ
ァ

l
レ
ン
・
ク
ラ
イ
ス

は
ミ
品
ン
ス
タ
i
司
教
と
ユ

i
リ
ッ
ヒ
大
公
、
一
一

i
ダ

l
dソ
グ
セ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
は
マ
グ
ダ
ブ
ル
ク
ふ
八
一
一
的
教
と
ブ
ラ
ウ
ン
シ
品
ヴ
ァ
イ
ク
大
公
。

〈
開
制
)
本
文
中
に
も
あ
る
よ
う
に
、
六
七
年
の
一
総
務
関
ク
ラ
イ
ス
会
議
は
他
の
務
協
台
帳
修
正
ク
ラ
イ
ス
会
議
と
は
性
格
も
異
な
り
、
み
楽
別
に
扱
う
べ
き
会

議
で
は
あ
る
が
、
本
穏
で
は
出
稼
務
と
い
う
観
点
で
繋
壊
す
る
関
係
上
、
同
じ
表
の
中
明
、
ま
と
め
た
。

(
泊
)
帝
盛
代
表
綴
会
議
で
は
、
ォ

i
ス
ト
リ
ノ
ザ
/
大
公
と
ブ
ル
グ
ン
ト
と
し
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
繁
か
ら
二
名
の
出
席
が
認
め
ら
れ
て
い
た

4

方
で
、
帝
醤
ク
ラ
イ

ス
会
議
で
は
、
ォ

i
ス
ト
リ
ア
e

ク
ラ
イ
ス
か
ら
も
…

ra
六
七
年
の
一
般
帝
霞
グ
ラ
イ
ス
会
議
を
除
い
て
出
席
者
が
お
ら
ず
、
帝
国
合
緩
修
泥
ク
ラ
ス
会
議
の

出
席
者
の
中
に
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
求
、
が
海
在
し
て
い
な
い
。

〈
幻
〉
宮
市
間
代
表
議
会
議
お
よ
び
帝
国
ク
ラ
イ
ス
会
議
に
出
席
し
な
い
帝
国
府
議
族
で
、
表
口
第
一
一
吋
鶏
の
務
関
議
会
皆
勤
者
は
毘
六
名
で
、
身
分
別
に
整
理
す
る
と

以
下
の
通
り
。
霊
界
諸
俊
之
、
俗
界
諸
侯
一
、
高
校
奴
職
務
一
郎
、
伯
・
ヘ
ル
九
、
後
図
都
市
一
九
。
こ
こ
で
は
非
議
伎
の
比
率
ぎ
高
く
、
前
市
滋
代
築
後
会
議

お
よ
び
機
関
ク
ラ
イ
ス
会
議
出
席
者
が
滋
後
後
・
諸
侯
に
か
な
り
綴
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
お
〉
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ク

ω

ア
イ
ス
を
「
へ
ゲ
モ
ぷ

1
シ
ス
テ
ム
L

、
「
ヘ
ゲ
モ
ニ

i
図
体
」
な
ど
と
呼
び
、
ク
ラ
イ
ス
が
「
ラ
イ
ヒ
」
に
お
い
て
闘
病
た
し
て
い
た
役

割
安
滋
婆
視
し
て
い
る
。
門
v
m
w
n
y
M
H
M
5グ
円
三
口
問
叶
丸
山
C
H
M
g忍
開
き
な
お

5
E
}
z
g
E
Zヤ
2
・
ω'ω
出向

(
引
品
)
斎
田
制
改
巡
記
念
n
v∞
三
時
三
き
)
は
、
近
年
で
は
一
般
に
、
一
一
段
一

O
年
の
ジ
ギ
ス
ム
ン
ト
の
郎
佼
の
年
か
ら
帝
国
執
行
令
が
制
定
さ
れ
た
一
一
九
五
五
年
来

で
の
期
間
に
行
わ
れ
た
嫌
々
々
閣
制
改
革
を
指
す
。
こ
の
の
で
、
帝
国
議
会
の
慈
綴
、
後
図
ク
ラ
イ
ス
や
帝
国
緩
商
法
践
の
創
設
等
が
発
現
し
た
。
帝
国
改
造

の
綴
擦
に
関
し
て
は
、
出
制
裁
噛
吋
近
役
ド
イ
ツ
国
製
史
研
究
』
間
関
…
…

i
m笠
ハ
頁
参
照
む

(
お
)
一
一
一

O
K半
戦
争
中
の
夜
間
開
ク
ラ
イ
ス
に
関
し
て
は
、
司
・
7
角田

m
s
w
c
z
m巾山口
Z
青
色
諸
冨
包
括
吋

Hwuony品仏
g
U
H
d
富
山
包
善
弘
縄
出
口
附
ハ
ユ
叩
閥
均
的
L
R
M山町内句協明

g
n参
照
。

(
お
)
の
-m山内
VV叫
泌
氏
F
O吊
「
巧
町
田
氏
山
口
一
加
の
川
将
司
ユ
車
内
ロ

i
i
ゑ
コ
巾
ロ

o
s
oえ
ロ
5
m州
市
青
仏
混
と
S
M
N
a
n
界
一
口
-
U
2
m
g
M
F
M
W命
MV時間同

M3
・
5
由
日
開

-m諮問〉悦内
wp

ロ
常
者
2
広山一
2
n
y桔
匂
円
山
町
含

i
l
H
w
s
-吉
川
出
口
HM内同問丸岡
Mロ巾叶
CHdぬ
w

一口一一同
N
N出吋胡

M
U∞∞・

(
竹
川
)
彩
服
制
緩
制
の
市
川
容
お
よ
び
研
究
交
に
つ
い
て
は
、
公
爵
久
必
然
予
三
六
八
一
/
八
二
年
吋
帝
国
筆
制
』
に
つ
い
て
|
i
一
七
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
に
お
け

る
帝
国
防
衛
体
制
!
l
L
(
『
西
洋
史
論
集
払
第
二
守
、
一
九
九
八
年
〉
務
照
。

〈
お
〉
六
八
八
年
の
ケ
ル
ン
大
司
教
の
選
挙
の
際
に
、
川
ソ
ォ
ル
ム
ス
協
約
が
引
き
合
い
い
に
出
さ
れ
、
候
補
者
淡
定
に
対
す
る
皇
帝
の
権
利
が
強
潟
さ
れ
て
い
る
の
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近
世
ド
イ
ツ
帝
国
関
統
に
関
す
る
一
考
察

こ
の
当
時
国
法
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
ヴ
オ
ル
ム
ス
協
約
が
湾
受
容
さ
れ
、
一
八
世
紀
に
は

J
・
3
・
モ

i
dソ
;
が
ヴ
ォ
ル
ム
ス
協
約
の
有
効
性
愛
袴
後
認
し
、

選
挙
使
節
の
派
還
や
レ
ガ
リ
ア
の
授
と
す
等
に
関
す
る
閥
単
務
の
権
利
を
認
め
て
い
る
。
涼
'
H
w
a

町
四
日

p
o
x
ω
m深
夜
む
訪
問
一
己
負
完
全
円
同
阿
佐
診
銭
円
以

q
g
H
u
s
-
g広位
a

}
印
加
の
炉
開
W
H
M
M
V
i
J

吋山内弘司同何日比出

N
g
a
m出町内口}即吋山部
hwacm
】出品部
i
}

∞C
印唱山山けお仲仲間同ユ回一
W
3
?
ω
'
阿部印町内・

〈
お
〉
一
一
月
数
選
挙
へ
の
お
品
帝
の
俊
拙
織
の
派
選
以
一
六
世
紀
初
緩
か
ら
縫
認
す
る
こ
と
が
マ
怒
る
。
し
か
し
な
が
ら
会
て
の
司
教
選
挙
に
皐
潟
使
節
が
派
遥
さ
れ
た

わ
け
で
は
役
い
。
一
八
役
紀
に
い
た
る
ま
で
は
滋
常
は
務
爵
宮
内
法
践
の
メ
ン
バ
ー
が
二

i
=一
名
派
滋
さ
れ
た
。
一
八
世
紀
以
降
は
ク
ラ
イ
ス
に
派
遣
さ
れ
て

い
た
絞
殺
の
泉
市
使
節
が
管
轄
内
の
湾
教
選
挙
に
皇
帝
使
節
と
し
て
任
じ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
一
般
的
と
な
る
。
さ
ら
に
…
七
世
紀
の
末
頃
か
ら
、
こ
の
築
制
惜
の

選
挙
使
節
を
皇
帝
の
代
漆
人
と
し
て
待
遇
す
る
こ
と
み
な
幾
彩
サ
イ
ド
が
強
く
求
め
始
め
、
議
議
使
節
を
迎
え
る
儀
式
が
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た。

z-問
時
均
一
門
戸
り
S
U
2
2
Nロ
ロ
ぬ
仏
市
吋
間
色
応
援
ぴ
町
田
門
CHUmw可〈
C
目
別
々
括
的
門
段
以
由
n
vき
司
ユ
舟
仏
mun
史的

N幻吋∞仰向
}
g
g江
川
泌
氏
C
口
同
部
品
部
t
M
∞{}山
λ
戸沼

N
R
ま
た
、

G
-
ク
リ
ス
ト
は
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
と
パ
ン
ベ
ル
ク
の
皇
織
の
選
挙
使
節
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
o
C・(
V
Y
弘
前
ク
封
印
山
部
品
込
n
y巾
巧
mwy日
興
均
的
田
口
弘
容
山
浅
間
onye

丸
山
門
戸
と
号
N
ず
ロ
ぷ
“
慢
話
認
可
斡
山
口
一
n
v
s号
阿
W

巾門
g
n
y
g訪
問
巾
一
口
昂
ニ
ま
は
け
口
広
告
お
内
山
巾
的
色
窓
口
何
色
n
y
g
v
一
口
一
刻

ccmω
叶
¥ω
∞w
同
申
叶
日
一
号
訴
-
M
内部山山高-一
n
y持
者
岳

}

E

問
巾
曲
芸
門
同
窓
山
日
同
協
m

凶
器
ず
巾
門
岡
崎
広
一
]
尚
一
位
。
ユ
的
多
角
ぐ
時
三
一
口
∞
担
問

U
Z吋
開
口
出
場
お
き
・
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